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各家庭で確認

新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は速やかに避難することが原則です。
しかしながら、ご自宅周辺の環境等により避難する必要が少ないと考えられる場合は、自宅での一時的な避
難（水害に備えた2階への避難や、土砂災害に備え斜面から離れた部屋への避難など）も検討してください。
「避難」とは「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。
自宅が危険な場合も、避難先は町指定の避難所だけではありません。可能な場合は、安全な親戚や知人宅への避
難についても検討してください。

町指定の避難所へ避難する場合

〇マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら持参してください。
〇避難した人は、避難所に入る際の検温やマスクの着用等にご協力ください。
〇発熱や咳などの症状がある人は必ず申し出てください。
〇こまめな手洗いや換気、避難者同士の十分なスペースの確保にご協力ください。

　一人ひとりが自宅での災害リスクを想定し、最も適した「避難」を検討することにより、避難所における感染リスクを
低減することができます。住民皆さまのご協力をお願いします。

●多くの人が身を寄せる避難所は、密集・密接・密閉のいわゆる「3密」状態になりやすく、新型コロナウイルスなどの感染拡大リスクが高
まるおそれがあります。また、災害時には、断水やアルコール消毒液などの不足により、衛生環境の確保が難しくなる場合があります。

●新型コロナウイルス感染症が収束する前に、避難所を開設するような災害が発生した場合に備えて、日ごろから
災害時の対応について各家庭で確認しておきましょう。

イベントの中止についてイベントの中止について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、下記のイベントについては参加者や来場者の健康と安全を守るため今年度は

開催を中止することとしました。開催を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますようお願いします。
・白山文化センター 第21回 センター夏まつり ・令和2年度 町民大運動会
・令和2年度 三木町文化祭 ・白山文化センター 第33回 センター文化祭

問い合わせ先 人権推進室 白山文化センター ☎898-4708 ／生涯学習課（スポーツ振興係・生涯学習係） ☎891-3314

問い合わせ先 総務課（危機管理係）　☎891-3301（内線2114・2115）

問い合わせ先 住民健康課　特別定額給付金室　☎891-3329（内線1101、1102）

　「特別定額給付金」について、町から基準日時点（令和2年4月27日）の対象者（三木町の住民基本台帳に記録の
ある人）が属する世帯の世帯主あてに申請書を送付し、5月20日（水）から申請受付を行っています。
　申請期限は8月19日（水）までですので、受給を希望する人は、申請期限までに手続きをお願いします。
　なお、申請期限（郵送による申請の場合は8月19日消印有効）までに申請がなかった場合は辞退したとみなされ、
給付金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。

避難所における新型コロナウイルス感染症対策について避難所における新型コロナウイルス感染症対策について

申請受付場所 役場１階　住民健康課　特別定額給付金室
※郵送申請については同封の返信用封筒をご利用ください。

申請書を紛失された人 申請書を再発行しますので下記連絡先までご連絡ください。

申請受付時間 8：30～17：15（土・日・祝日を除く）

防災アプリ「香川県防災ナビ」をご利用いただくと、現在開設中の
避難所および避難者数を確認いただけますのでぜひご活用ください。
（香川防災webポータル：https://www.bousai-kagawa.jp/）

【Android】アンドロイド版 【iOS】iOS版

「香川県防災ナビ」アプリダウンロード先のＱＲコード ▼ ▼ ▼

届出期間 8月3日（月）～ 8月31日（月）8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）
届 出 先 こども課（こども家庭係）

問い合わせ先 こども課（こども家庭係）　☎891-3322（内線1814）

　児童扶養手当受給者は8月中に現況届の提出が必要です。この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件がある
かどうかを確認するためのものです。（前年度所得により支給停止であった人も提出が必要です。）
　現況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
注意：現況届は必ず受給者本人が提出してください。代理人では受付できません!!
　　  7月末に現況届用紙等を郵送しますので、記入の上 8月中にご持参ください。

児童扶養手当現況届児童扶養手当現況届

児童扶養手当制度とは

　ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
【対象者】
　18歳に達する日以降最初の3月31日(児童が一定以上の障がいを有する場合は20歳未満)までの次のいずれかに該
当する児童を扶養している母（父）、または、母（父）に代って児童を養育している人

・父母が婚姻を解消した児童
・父（母）が死亡した児童
・父（母）が重度の障がい（身障手帳1・2級程度）状態にある児童

・父（母）に1年以上遺棄されている児童 
・婚姻によらない出生（事実上婚姻と同様の
関係にある場合を除く） など

　なお上記要件を満たしていても、次の場合手当は支給されません。

　なお例年、児童扶養手当の現況届にあわせて、ハローワーク高松の職員が相談窓口を設置していましたが、今年は新型コロナ
ウイルス感染症感染予防のため中止とします。あわせて、東讃保健福祉事務所の母子父子自立支援員の相談窓口も中止とします。

・母（父）が男性（父親は女性）と同居していたり、事実上の婚姻関係と同様なとき
・母（父）または同居の親族［母（父）の父・母・兄弟姉妹・祖父母・子など］の所得が一定以上あるとき
・児童が施設（母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く）に入所しているとき　など

問い合わせ先 こども課（こども家庭係）　☎891-3322（内線1814）

　ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金

●給付金の対象となる人（※1）

　以下、①～③のいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
②公的年金等（※2）を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人（※3）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ
水準になっている人

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の
支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。

●給付額

1.基本給付 上記①～③のいずれかに該当する人：1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付 上記、基本給付金対象の①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を
 受けて家計が急変し、収入が減少した人：1世帯5万円

●給付金の支給手続き・給付時期

　児童扶養手当の認定を受けている人または申請中の人については役場から案内があります。それ以外の人に
ついては町ウェブサイトをご覧になるか、下記窓口までお尋ねください。

コロナ対策特別紙面

町ウェブサイト

町ウェブサイト

国支給分国支給分国支給分国支給分
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各家庭で確認

新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は速やかに避難することが原則です。
しかしながら、ご自宅周辺の環境等により避難する必要が少ないと考えられる場合は、自宅での一時的な避
難（水害に備えた2階への避難や、土砂災害に備え斜面から離れた部屋への避難など）も検討してください。
「避難」とは「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。
自宅が危険な場合も、避難先は町指定の避難所だけではありません。可能な場合は、安全な親戚や知人宅への避
難についても検討してください。

町指定の避難所へ避難する場合

〇マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら持参してください。
〇避難した人は、避難所に入る際の検温やマスクの着用等にご協力ください。
〇発熱や咳などの症状がある人は必ず申し出てください。
〇こまめな手洗いや換気、避難者同士の十分なスペースの確保にご協力ください。

　一人ひとりが自宅での災害リスクを想定し、最も適した「避難」を検討することにより、避難所における感染リスクを
低減することができます。住民皆さまのご協力をお願いします。

●多くの人が身を寄せる避難所は、密集・密接・密閉のいわゆる「3密」状態になりやすく、新型コロナウイルスなどの感染拡大リスクが高
まるおそれがあります。また、災害時には、断水やアルコール消毒液などの不足により、衛生環境の確保が難しくなる場合があります。

●新型コロナウイルス感染症が収束する前に、避難所を開設するような災害が発生した場合に備えて、日ごろから
災害時の対応について各家庭で確認しておきましょう。

イベントの中止についてイベントの中止について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、下記のイベントについては参加者や来場者の健康と安全を守るため今年度は

開催を中止することとしました。開催を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますようお願いします。
・白山文化センター 第21回 センター夏まつり ・令和2年度 町民大運動会
・令和2年度 三木町文化祭 ・白山文化センター 第33回 センター文化祭

問い合わせ先 人権推進室 白山文化センター ☎898-4708 ／生涯学習課（スポーツ振興係・生涯学習係） ☎891-3314

問い合わせ先 総務課（危機管理係）　☎891-3301（内線2114・2115）

問い合わせ先 住民健康課　特別定額給付金室　☎891-3329（内線1101、1102）

　「特別定額給付金」について、町から基準日時点（令和2年4月27日）の対象者（三木町の住民基本台帳に記録の
ある人）が属する世帯の世帯主あてに申請書を送付し、5月20日（水）から申請受付を行っています。
　申請期限は8月19日（水）までですので、受給を希望する人は、申請期限までに手続きをお願いします。
　なお、申請期限（郵送による申請の場合は8月19日消印有効）までに申請がなかった場合は辞退したとみなされ、
給付金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。

避難所における新型コロナウイルス感染症対策について避難所における新型コロナウイルス感染症対策について

申請受付場所 役場１階　住民健康課　特別定額給付金室
※郵送申請については同封の返信用封筒をご利用ください。

申請書を紛失された人 申請書を再発行しますので下記連絡先までご連絡ください。

申請受付時間 8：30～17：15（土・日・祝日を除く）

防災アプリ「香川県防災ナビ」をご利用いただくと、現在開設中の
避難所および避難者数を確認いただけますのでぜひご活用ください。
（香川防災webポータル：https://www.bousai-kagawa.jp/）

【Android】アンドロイド版 【iOS】iOS版

「香川県防災ナビ」アプリダウンロード先のＱＲコード ▼ ▼ ▼

届出期間 8月3日（月）～ 8月31日（月）8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）
届 出 先 こども課（こども家庭係）

問い合わせ先 こども課（こども家庭係）　☎891-3322（内線1814）

　児童扶養手当受給者は8月中に現況届の提出が必要です。この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件がある
かどうかを確認するためのものです。（前年度所得により支給停止であった人も提出が必要です。）
　現況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
注意：現況届は必ず受給者本人が提出してください。代理人では受付できません!!
　　  7月末に現況届用紙等を郵送しますので、記入の上 8月中にご持参ください。

児童扶養手当現況届児童扶養手当現況届

児童扶養手当制度とは

　ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
【対象者】
　18歳に達する日以降最初の3月31日(児童が一定以上の障がいを有する場合は20歳未満)までの次のいずれかに該
当する児童を扶養している母（父）、または、母（父）に代って児童を養育している人

・父母が婚姻を解消した児童
・父（母）が死亡した児童
・父（母）が重度の障がい（身障手帳1・2級程度）状態にある児童

・父（母）に1年以上遺棄されている児童 
・婚姻によらない出生（事実上婚姻と同様の
関係にある場合を除く） など

　なお上記要件を満たしていても、次の場合手当は支給されません。

　なお例年、児童扶養手当の現況届にあわせて、ハローワーク高松の職員が相談窓口を設置していましたが、今年は新型コロナ
ウイルス感染症感染予防のため中止とします。あわせて、東讃保健福祉事務所の母子父子自立支援員の相談窓口も中止とします。

・母（父）が男性（父親は女性）と同居していたり、事実上の婚姻関係と同様なとき
・母（父）または同居の親族［母（父）の父・母・兄弟姉妹・祖父母・子など］の所得が一定以上あるとき
・児童が施設（母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く）に入所しているとき　など

問い合わせ先 こども課（こども家庭係）　☎891-3322（内線1814）

　ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金

●給付金の対象となる人（※1）

　以下、①～③のいずれかに該当する人
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
②公的年金等（※2）を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人（※3）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ
水準になっている人

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の
支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。

●給付額

1.基本給付 上記①～③のいずれかに該当する人：1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付 上記、基本給付金対象の①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を
 受けて家計が急変し、収入が減少した人：1世帯5万円

●給付金の支給手続き・給付時期

　児童扶養手当の認定を受けている人または申請中の人については役場から案内があります。それ以外の人に
ついては町ウェブサイトをご覧になるか、下記窓口までお尋ねください。

コロナ対策特別紙面

町ウェブサイト

町ウェブサイト

国支給分国支給分国支給分国支給分
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問い合わせ先 県健康福祉総務課　がん対策グループ   ☎832－3261
住民健康課（健康係）  　　　　　　　 ☎891-3303（内線1119）

かがわマンモグラフィサンデー 
　働き盛りの世代の女性にがん検診を受診していただくため、乳がん月間である10月の休日等に協力医療機関にお
いて、かがわマンモグラフィサンデーを実施します。日頃多忙で、「平日の検診は難しい」という人は、この機会に是非乳
がん検診を受けましょう。なお集団検診では、乳がん検診と子宮頸がん検診を一度に受診できます。

検診を希望する医療機関に､お電話でお申込ください。受付は先着順です。定員になり次第､締め切りますので、お早めの
ご予約をお勧めします。受付開始は8月3日(月)､検診実施日の１週間前まで受け付けます。（これ以降はご相談ください。）
（医療機関および検診機関の受付時間内にお申し込みください。）

申 込 方 法

○町内に住民票のある40歳以上の女性が対象です。（対象者には、5月下旬に受診券をお送りしています。）
○町からお送りしている乳がん検診受診券（無料クーポン対象者は受診券にクーポン対象者と印字しています。）が必要です。
忘れずにご持参ください。また、保険証も持参してください。

○自己負担金：2,000円　※クーポン対象者または自己負担金免除確認書持参の人は無料

留 意 事 項

■ 協力医療機関での検診

実施日時と検診医療機関

たけべ乳腺外科クリニック

香川県予防医学協会

久米川病院

滝宮総合病院
ササキメディカルクリニック

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00
9：00 ～ 11：30
13：00 ～ 14：30
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00
9：00 ～ 12：00
9：00 ～ 12：00

36
24
20
15
10
10
20
10

☎867-0205

☎868-5555

☎844-3111

☎876-2245
☎814-3339

実施日 医療機関名 実施時間 定員（人） 申込先 ※直接医療機関へ

10月 4日（日）

10月11日（日）

10月18日（日）
10月25日（日）

検査結果が要精密検査の人は、必ず精密検査を受けましょう。

■ 集団検診（検診車での検診）

高松市保健センター 9：30～11：30 25 （公財）香川県総合健診協会
☎881-6309 ※平日9：00～17：00

実施日 医療機関名 実施時間 子宮頸がん検診定員（人）

18

乳がん検診定員（人） 申込先 ※直接医療機関へ

11月28日（土）

特定健診始まりました特定健診始まりました
6月から開始している三木町特定健診は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施期間を1か月延長して10月末

まで実施しています。対象者は三木町国民健康保険に加入している40歳以上のすべての人です。健康に自信がある
人も、通院中の人も、年に1度の特定健診を受診しましょう。
【お願い】
皆さまが安心して健康診断を受けるために、以下の条件に該当する人は、受診を見合

わせるよう、ご協力をお願いします。

〇2週間以内に発熱・風邪症状（咳、のどの痛み、全身倦怠感、味覚異常など）のある人
〇2週間以内に海外または感染症流行地を訪れた人
〇新型コロナウイルス感染症の人と濃厚な接触があった人

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係・健康係）　☎891-3303（内線1119）

問い合わせ先 住民健康課（健康係）　☎891-3303（内線1119）

重 要
がん検診についてお知らせがん検診についてお知らせ

【結核・肺がん検診】

結核・肺がん検診については、多数の方のご来場が予想されます。町民の皆様の健康と安全に配慮して
検診を実施しますので、下記注意事項に対するご理解とご協力をお願いします。

　8月は下記日程で開催予定です。なお、当初の予定より受付時間を延長して実施します。

【結核・肺がん検診の追加日程について】
　今年の冬頃に追加日程を調整中です。決まり次第広報みき等でお知らせします。

【女性の個別がん検診（子宮頸がん・乳がん】
　委託医療機関で実施する女性の個別がん検診については、11月30日（月）まで実施予定の医療機関もあります。
対象者や検診実施期間・実施医療機関等は、別途お送りしている「三木町各種検診のお知らせ」をご覧ください。

【結核・肺がん検診当日の注意事項】
①体調確認を実施のうえ、不調のある人は受診をお断りさせていただきます。
②新型コロナウイルスに感染すると悪化しやすい高齢者や糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある人
や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人は、受診について主治医にご相談ください。
③半年以内に胸部レントゲン撮影や胸部CT撮影を実施した人、または予定のある人は、受診について主治医
にご相談ください。
④撮影ごとに接触した箇所の消毒を行うため、検診車内へのご案内は一人ずつ行います。そのため、通常より
検診時間が長くなることが予想されます。なお、検診の状況によっては、長時間屋外でお待ちいただくことがあ
ります。
⑤検診着の着替えはありませんので、あらかじめ検診に適した無地のTシャツ・トレーナーなど金具やホックがつ
いていない服装でお越しください。
⑥検診会場では、標示等に従って一定の間隔をあけて待ち、近距離での会話をしないようにご協力をお願いし
ます。
⑦受付は、受付時間からのみ実施します。密集・密接の防止のために、
　早めのご来場はお控えください。
⑧可能でしたら、マスク着用でお越しください。

各種検診の対象となる人には、5月下旬に「三木町各種検診ガイドブック（受診券）」と「三木町各種検診のお知
らせ」を送付しています。転入などで検診を新たに希望する人や、受診券を紛失した人は、住民健康課（健康係）
へお申し出ください。

9：00 ～ 11：00   9：00 ～ 11：30
13：30 ～ 15：30文化交流プラザ

 月　　日   実 　 施　  会　  場   受  付  時  間 変  更  後

8月25日（火）

問い合わせ先 住民健康課（健康係）　☎891-3303（内線1119）

　香川県立中央病院検診センターの検診業務が再開しました。受診を希望する人は下記の要項を確認してお申込
みください。今後も新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、再度業務を停止する場合があります。

国民健康保険加入者の香川県立中央病院人間ドックについて

三木町国民健康保険加入者の40歳から74歳の人（年齢基準日：令和3年3月31日）
国民健康保険税、町民税、固定資産税、軽自動車税を完納している人

対象要件

令和2年8月～令和3年3月実施期間

男性約100名、女性約100名　計200名程度定　　員

香川県立中央病院検診センター ☎802-1170
電話での申し込みに限ります。直接病院に行っても申込はできません。
初日は電話がつながりにくくなる場合があります。

申 込 先

7月27日（月） 8：30から定員に達するまで申込期間

検診・健診

～受けよう、乳がん検診～

今年度の特定健診およびがん検診を既に1つでも受診した人は対象外です。
申込後、三木町日帰り人間ドックの対象要件に該当するか確認します。【 注 意 】
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問い合わせ先 県健康福祉総務課　がん対策グループ   ☎832－3261
住民健康課（健康係）  　　　　　　　 ☎891-3303（内線1119）

かがわマンモグラフィサンデー 
　働き盛りの世代の女性にがん検診を受診していただくため、乳がん月間である10月の休日等に協力医療機関にお
いて、かがわマンモグラフィサンデーを実施します。日頃多忙で、「平日の検診は難しい」という人は、この機会に是非乳
がん検診を受けましょう。なお集団検診では、乳がん検診と子宮頸がん検診を一度に受診できます。

検診を希望する医療機関に､お電話でお申込ください。受付は先着順です。定員になり次第､締め切りますので、お早めの
ご予約をお勧めします。受付開始は8月3日(月)､検診実施日の１週間前まで受け付けます。（これ以降はご相談ください。）
（医療機関および検診機関の受付時間内にお申し込みください。）

申 込 方 法

○町内に住民票のある40歳以上の女性が対象です。（対象者には、5月下旬に受診券をお送りしています。）
○町からお送りしている乳がん検診受診券（無料クーポン対象者は受診券にクーポン対象者と印字しています。）が必要です。
忘れずにご持参ください。また、保険証も持参してください。

○自己負担金：2,000円　※クーポン対象者または自己負担金免除確認書持参の人は無料

留 意 事 項

■ 協力医療機関での検診

実施日時と検診医療機関

たけべ乳腺外科クリニック

香川県予防医学協会

久米川病院

滝宮総合病院
ササキメディカルクリニック

9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00
9：00 ～ 11：30
13：00 ～ 14：30
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00
9：00 ～ 12：00
9：00 ～ 12：00

36
24
20
15
10
10
20
10

☎867-0205

☎868-5555

☎844-3111

☎876-2245
☎814-3339

実施日 医療機関名 実施時間 定員（人） 申込先 ※直接医療機関へ

10月 4日（日）

10月11日（日）

10月18日（日）
10月25日（日）

検査結果が要精密検査の人は、必ず精密検査を受けましょう。

■ 集団検診（検診車での検診）

高松市保健センター 9：30～11：30 25 （公財）香川県総合健診協会
☎881-6309 ※平日9：00～17：00

実施日 医療機関名 実施時間 子宮頸がん検診定員（人）

18

乳がん検診定員（人） 申込先 ※直接医療機関へ

11月28日（土）

特定健診始まりました特定健診始まりました
6月から開始している三木町特定健診は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施期間を1か月延長して10月末

まで実施しています。対象者は三木町国民健康保険に加入している40歳以上のすべての人です。健康に自信がある
人も、通院中の人も、年に1度の特定健診を受診しましょう。
【お願い】
皆さまが安心して健康診断を受けるために、以下の条件に該当する人は、受診を見合

わせるよう、ご協力をお願いします。

〇2週間以内に発熱・風邪症状（咳、のどの痛み、全身倦怠感、味覚異常など）のある人
〇2週間以内に海外または感染症流行地を訪れた人
〇新型コロナウイルス感染症の人と濃厚な接触があった人

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係・健康係）　☎891-3303（内線1119）

問い合わせ先 住民健康課（健康係）　☎891-3303（内線1119）

重 要
がん検診についてお知らせがん検診についてお知らせ

【結核・肺がん検診】

結核・肺がん検診については、多数の方のご来場が予想されます。町民の皆様の健康と安全に配慮して
検診を実施しますので、下記注意事項に対するご理解とご協力をお願いします。

　8月は下記日程で開催予定です。なお、当初の予定より受付時間を延長して実施します。

【結核・肺がん検診の追加日程について】
　今年の冬頃に追加日程を調整中です。決まり次第広報みき等でお知らせします。

【女性の個別がん検診（子宮頸がん・乳がん】
　委託医療機関で実施する女性の個別がん検診については、11月30日（月）まで実施予定の医療機関もあります。
対象者や検診実施期間・実施医療機関等は、別途お送りしている「三木町各種検診のお知らせ」をご覧ください。

【結核・肺がん検診当日の注意事項】
①体調確認を実施のうえ、不調のある人は受診をお断りさせていただきます。
②新型コロナウイルスに感染すると悪化しやすい高齢者や糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある人
や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人は、受診について主治医にご相談ください。
③半年以内に胸部レントゲン撮影や胸部CT撮影を実施した人、または予定のある人は、受診について主治医
にご相談ください。
④撮影ごとに接触した箇所の消毒を行うため、検診車内へのご案内は一人ずつ行います。そのため、通常より
検診時間が長くなることが予想されます。なお、検診の状況によっては、長時間屋外でお待ちいただくことがあ
ります。
⑤検診着の着替えはありませんので、あらかじめ検診に適した無地のTシャツ・トレーナーなど金具やホックがつ
いていない服装でお越しください。
⑥検診会場では、標示等に従って一定の間隔をあけて待ち、近距離での会話をしないようにご協力をお願いし
ます。
⑦受付は、受付時間からのみ実施します。密集・密接の防止のために、
　早めのご来場はお控えください。
⑧可能でしたら、マスク着用でお越しください。

各種検診の対象となる人には、5月下旬に「三木町各種検診ガイドブック（受診券）」と「三木町各種検診のお知
らせ」を送付しています。転入などで検診を新たに希望する人や、受診券を紛失した人は、住民健康課（健康係）
へお申し出ください。

9：00 ～ 11：00   9：00 ～ 11：30
13：30 ～ 15：30文化交流プラザ

 月　　日   実 　 施　  会　  場   受  付  時  間 変  更  後

8月25日（火）

問い合わせ先 住民健康課（健康係）　☎891-3303（内線1119）

　香川県立中央病院検診センターの検診業務が再開しました。受診を希望する人は下記の要項を確認してお申込
みください。今後も新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、再度業務を停止する場合があります。

国民健康保険加入者の香川県立中央病院人間ドックについて

三木町国民健康保険加入者の40歳から74歳の人（年齢基準日：令和3年3月31日）
国民健康保険税、町民税、固定資産税、軽自動車税を完納している人

対象要件

令和2年8月～令和3年3月実施期間

男性約100名、女性約100名　計200名程度定　　員

香川県立中央病院検診センター ☎802-1170
電話での申し込みに限ります。直接病院に行っても申込はできません。
初日は電話がつながりにくくなる場合があります。

申 込 先

7月27日（月） 8：30から定員に達するまで申込期間

検診・健診

～受けよう、乳がん検診～

今年度の特定健診およびがん検診を既に1つでも受診した人は対象外です。
申込後、三木町日帰り人間ドックの対象要件に該当するか確認します。【 注 意 】
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　後期高齢者医療制度の被保険者の人へ、令和2年8月と令和3年1月に「ジェネリック医薬品差額通知書」を送付し
ます。この通知書は、現在処方されている新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場
合に、自己負担額の差額（薬代がどれくらい安くなるか）をお知らせするものです。
※後期高齢者医療制度にご加入の人の自己負担額軽減と後期高齢者医療財政の改善を目的に実施するもので、薬代の自己負担額が
300円以上軽減できる人が対象です。

◆ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？
　効き目や安全性が実証されているお薬と成分や効果が同じであることなどが厚生労働省により
厳しく審査され、製造および販売が承認されている、安価な医薬品のことです。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）差額通知について

　住民税課税所得145 ～ 690万円未満（現役Ⅰ・現役Ⅱ）の被保険者および同一世帯に属する被保険者の人は、申
請により、医療機関などの窓口負担の軽減を受けるための、「限度額適用認定証」が交付されます。
　医療機関などの窓口負担の軽減を受けるには、医療機関などの窓口で「認定証」と「保険証」を提示してください。
　既に前年度の認定証をお持ちの人は、新たな認定証を7月下旬に郵送しますので手続きは必要ありません。（ただ
し、世帯に所得未申告の人がいる場合は、申告のうえで再度申請が必要になる場合があります。）
　なお、「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。ただし、そ
の場合でも、上限額を超えて支払額は、後日申請により払戻しが受けられます。

限度額適用認定証について

　住民税が非課税世帯（区分Ⅰ・区分Ⅱ）の被保険者の人は、申請により、医療機関などの窓口負担や入院時の
食費などの軽減を受けるための「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関などの窓口
負担や、入院した時の食費などの軽減を受けるには、医療機関などの窓口で「認定証」と「保険証」を提示してく
ださい。
　既に前年度の認定証をお持ちの人は、新たな認定証を7月下旬に郵送しますので
手続きは必要ありません。（ただし、世帯に所得未申告の人がいる場合は、申告のうえ
で再度申請が必要になります。）。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提
示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。ただし、その場
合でも、上限額を超えて支払われた額は、後日申請により払戻しが受けられます。
　また、区分Ⅱの人で、新たに91日以上の入院がある場合は、食費の軽減を受けるために
「被保険者証」、「印鑑」、「現在お持ちの限度額適用・標準負担額認定証」、「入院日数を
確認できる領収書など」をお持ちのうえ、再度申請をする必要があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について（区分Ⅰ・区分Ⅱ）

○手続きに必要なもの

・被保険者証  ・印鑑  ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの  ・運転免許証など本人確認ができるもの
※本人または世帯員が令和2年1月1日に町内に存在していなかった場合、その人の令和2年度の住民税・課税所
得証明書（または非課税証明書）が必要となる場合があります。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度に係る医療費通知（医療費のお知らせ）の発行が年1回（2月）に
なります。
　通知期間は、令和元年11月から令和2年10月です。その他詳細については、広報みき
9月号でお知らせします。

後期高齢者医療制度に係る医療費通知（医療費のお知らせ）について

後期高齢者医療

　限度額認定証の発行を受けた人は、あらかじめ限度額認定証を医療機関に提示することで、1か月の1医療機関ご
との医療費（保険診療分のみ）が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額までになり、オ・低所得Ⅰ・Ⅱ区
分の人は入院時の食事代も減額になります。
　自己負担限度額は、同じ医療機関でも医科と歯科、外来・入院は別計算になります。
調剤薬局は、同じ医療機関から発行された処方せんで調剤された費用のみ合算します。
　自己負担限度額までの支払いが複数になった場合は、後日、高額療養費の
お知らせを送付しますので、申請により高額療養費として支給します。

■自己負担限度額（月額）

■限度額認定証を受けるには
　必要なものは下記のとおりです。

　役場④番窓口で手続きをしてください。現在限度額認定証をお持ちの人も、有効期限が7月31日までになっています
ので、引き続き必要な場合は更新の手続きが必要です。
　なお、限度額認定証は、国民健康保険税の納付状況によっては発行できない場合があります。

※1　同一世帯に税未申告の国保加入者がある場合は、所得が不明なため、ア区分になります。
※2　（長期入院）160円の適用を受けるには、オ・低所得者Ⅱ区分であった期間のうち過去1年間に91日以上の入院を証明する書類（領収書等）が必要です。
※3　過去12か月間に同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の上限額が引き下げられます。
※4　8月～翌年7月の年間限度額は144,000円（期間の途中で低所得者Ⅰ・Ⅱに変わった場合も対象です。）

252,600 円＋（医療費総額－842,000円）×1％

80,100 円＋（医療費総額－267,000円）×1％

167,400 円＋（医療費総額－558,000円）×1％

基準総所得額901万円超

基準総所得額
600万円超～901万円以下

基準総所得額
210万円超～600万円以下

基準総所得額210万円以下

非課税世帯

ア※1

イ

ウ

エ

オ

自己負担限度額
区　　　分 入院時食事代

（1食当たり）4回目以降※33回目まで

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係）　☎891-3303（内線1122）

210円
※2（長期入院）160円

460円

140,100 円

93,000 円

44,400 円

44,400 円

24,600円35,400円

57,600円

70歳未満

80,100 円＋（医療費総額－267,000円）×1％
【4回目以降44,400円※3】

167,400 円＋（医療費総額－558,000円）×1％
【4回目以降93,000円※3】

252,600 円＋（医療費総額－842,000円）×1％
【4回目以降140,100円※3】

Ⅰ （課税所得
145万円以上）

Ⅱ （課税所得
380万円以上）

Ⅲ （課税所得
690万円以上）

現役並み所得者

一　　般
（課税所得145万円未満）

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

外来＋入院（世帯単位）区　　　分
外来

（個人単位）
入院時食事代
（1食当たり）

限度額認定証
発行

210円
※2（長期入院）160円

100円

460円

24,600円

15,000円

18,000円
（年間上限
144,000円※4）

8,000円※4

8,000円※4

×
高齢受給者証を
提示してください。

×
高齢受給者証を
提示してください。

○

○

70～74歳

限度額適用・標準負担額減額認定証について

・保険証  ・本人確認ができるもの（運転免許証など）  ・病院等の領収書（※2 長期入院に該当する人のみ）
※別世帯の人が代理申請する場合は委任状が必要です。

57,600円
【4回目以降44,400円※3】

国民健康保険

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係）　　　　　☎891-3303（内線1123）
県後期高齢者医療広域連合事務局　☎811-1866
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　後期高齢者医療制度の被保険者の人へ、令和2年8月と令和3年1月に「ジェネリック医薬品差額通知書」を送付し
ます。この通知書は、現在処方されている新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場
合に、自己負担額の差額（薬代がどれくらい安くなるか）をお知らせするものです。
※後期高齢者医療制度にご加入の人の自己負担額軽減と後期高齢者医療財政の改善を目的に実施するもので、薬代の自己負担額が
300円以上軽減できる人が対象です。

◆ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは？
　効き目や安全性が実証されているお薬と成分や効果が同じであることなどが厚生労働省により
厳しく審査され、製造および販売が承認されている、安価な医薬品のことです。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）差額通知について

　住民税課税所得145 ～ 690万円未満（現役Ⅰ・現役Ⅱ）の被保険者および同一世帯に属する被保険者の人は、申
請により、医療機関などの窓口負担の軽減を受けるための、「限度額適用認定証」が交付されます。
　医療機関などの窓口負担の軽減を受けるには、医療機関などの窓口で「認定証」と「保険証」を提示してください。
　既に前年度の認定証をお持ちの人は、新たな認定証を7月下旬に郵送しますので手続きは必要ありません。（ただ
し、世帯に所得未申告の人がいる場合は、申告のうえで再度申請が必要になる場合があります。）
　なお、「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。ただし、そ
の場合でも、上限額を超えて支払額は、後日申請により払戻しが受けられます。

限度額適用認定証について

　住民税が非課税世帯（区分Ⅰ・区分Ⅱ）の被保険者の人は、申請により、医療機関などの窓口負担や入院時の
食費などの軽減を受けるための「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関などの窓口
負担や、入院した時の食費などの軽減を受けるには、医療機関などの窓口で「認定証」と「保険証」を提示してく
ださい。
　既に前年度の認定証をお持ちの人は、新たな認定証を7月下旬に郵送しますので
手続きは必要ありません。（ただし、世帯に所得未申告の人がいる場合は、申告のうえ
で再度申請が必要になります。）。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提
示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。ただし、その場
合でも、上限額を超えて支払われた額は、後日申請により払戻しが受けられます。
　また、区分Ⅱの人で、新たに91日以上の入院がある場合は、食費の軽減を受けるために
「被保険者証」、「印鑑」、「現在お持ちの限度額適用・標準負担額認定証」、「入院日数を
確認できる領収書など」をお持ちのうえ、再度申請をする必要があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について（区分Ⅰ・区分Ⅱ）

○手続きに必要なもの

・被保険者証  ・印鑑  ・マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの  ・運転免許証など本人確認ができるもの
※本人または世帯員が令和2年1月1日に町内に存在していなかった場合、その人の令和2年度の住民税・課税所
得証明書（または非課税証明書）が必要となる場合があります。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度に係る医療費通知（医療費のお知らせ）の発行が年1回（2月）に
なります。
　通知期間は、令和元年11月から令和2年10月です。その他詳細については、広報みき
9月号でお知らせします。

後期高齢者医療制度に係る医療費通知（医療費のお知らせ）について

後期高齢者医療

　限度額認定証の発行を受けた人は、あらかじめ限度額認定証を医療機関に提示することで、1か月の1医療機関ご
との医療費（保険診療分のみ）が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額までになり、オ・低所得Ⅰ・Ⅱ区
分の人は入院時の食事代も減額になります。
　自己負担限度額は、同じ医療機関でも医科と歯科、外来・入院は別計算になります。
調剤薬局は、同じ医療機関から発行された処方せんで調剤された費用のみ合算します。
　自己負担限度額までの支払いが複数になった場合は、後日、高額療養費の
お知らせを送付しますので、申請により高額療養費として支給します。

■自己負担限度額（月額）

■限度額認定証を受けるには
　必要なものは下記のとおりです。

　役場④番窓口で手続きをしてください。現在限度額認定証をお持ちの人も、有効期限が7月31日までになっています
ので、引き続き必要な場合は更新の手続きが必要です。
　なお、限度額認定証は、国民健康保険税の納付状況によっては発行できない場合があります。

※1　同一世帯に税未申告の国保加入者がある場合は、所得が不明なため、ア区分になります。
※2　（長期入院）160円の適用を受けるには、オ・低所得者Ⅱ区分であった期間のうち過去1年間に91日以上の入院を証明する書類（領収書等）が必要です。
※3　過去12か月間に同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の上限額が引き下げられます。
※4　8月～翌年7月の年間限度額は144,000円（期間の途中で低所得者Ⅰ・Ⅱに変わった場合も対象です。）

252,600 円＋（医療費総額－842,000円）×1％

80,100 円＋（医療費総額－267,000円）×1％

167,400 円＋（医療費総額－558,000円）×1％

基準総所得額901万円超

基準総所得額
600万円超～901万円以下

基準総所得額
210万円超～600万円以下

基準総所得額210万円以下

非課税世帯

ア※1

イ

ウ

エ

オ

自己負担限度額
区　　　分 入院時食事代

（1食当たり）4回目以降※33回目まで

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係）　☎891-3303（内線1122）

210円
※2（長期入院）160円

460円

140,100 円

93,000 円

44,400 円

44,400 円

24,600円35,400円

57,600円

70歳未満

80,100 円＋（医療費総額－267,000円）×1％
【4回目以降44,400円※3】

167,400 円＋（医療費総額－558,000円）×1％
【4回目以降93,000円※3】

252,600 円＋（医療費総額－842,000円）×1％
【4回目以降140,100円※3】

Ⅰ （課税所得
145万円以上）

Ⅱ （課税所得
380万円以上）

Ⅲ （課税所得
690万円以上）

現役並み所得者

一　　般
（課税所得145万円未満）

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

外来＋入院（世帯単位）区　　　分
外来

（個人単位）
入院時食事代
（1食当たり）

限度額認定証
発行

210円
※2（長期入院）160円

100円

460円

24,600円

15,000円

18,000円
（年間上限
144,000円※4）

8,000円※4

8,000円※4

×
高齢受給者証を
提示してください。

×
高齢受給者証を
提示してください。

○

○

70～74歳

限度額適用・標準負担額減額認定証について

・保険証  ・本人確認ができるもの（運転免許証など）  ・病院等の領収書（※2 長期入院に該当する人のみ）
※別世帯の人が代理申請する場合は委任状が必要です。

57,600円
【4回目以降44,400円※3】

国民健康保険

問い合わせ先 住民健康課（保険医療係）　　　　　☎891-3303（内線1123）
県後期高齢者医療広域連合事務局　☎811-1866
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●三木町民が対象になります。
●裏面を切り取り、会計時にお渡しください。
●入浴・フロント横売店・レストランは1枚で1人、テニスコートは
1枚で1時間、1回のご利用で2時間までが割引対象になります。
●回数券は対象外です。
●他の優待券等との併用やコピー、三木町ウェブサイト
からのプリントアウトしてのご利用はできません。

毎月第3木曜日は、
三木町民の日

裏面切取線に沿って切り取りご利用ください。
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く
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お
く
や
み
5月
受付分

町の人口  令和2年7月1日現在   （　　）内は前月比
世 帯 数  10,776世帯（   0）
 人口総数     26,902人（－21）

転入 52人 　転出 54人　 出生 14人 　死亡 33人
6月中の異動

男  12,967人 （－10）
女  13,935人（－11）

町内の火災・救急
発　生　状　況

町内交通事故
発　生　状　況
区　分   6月   1月からの累計

発生件数 11 50 （ 48）

死　者 0 0 （ 0）

負傷者 14 62 （ 57）

（　）内は昨年同期 （　）内は昨年同期

区分　 6月    1月からの累計

火災 2 11 （ 10）

救急 94 607 （ 657）

・開講式（オリエンテーション）
・開講記念講演／綾川町国民健康保険陶病院長　大原　昌樹 氏

・介護保険制度についての講話／香川県健康福祉部長寿社会対策課
・転倒予防講話と実技／四国学院大学カルチュラル・マネジメント学科教授　片山　昭彦 氏
・栄養学についての講話／香川県東讃保健福祉事務所
・口腔についての講話／三木町職員

・傾聴について講話とグループワーク／四国学院大学社会福祉学科教授　島影　俊英 氏

・施設見学／社会福祉法人木田福祉会　特別養護老人ホームみき山荘職員

・認知症サポーター養成講座／認知症キャラバンメイト
・三木町地域包括支援センターについての講話／三木町職員　・閉講式（委嘱状授与）

9月4日（金）
  14：00～16：00

9月15日（火）
  13：30～16：40

10月7日（水）
  13：30～16：40

10月22日（木）
  14：00～16：30

11月6日（金）
  13：30～15：30

11月17日（火）
  13：30～16：00

日　　時 内　　容　／　講　　師　（担　　当）

1

2

3

4

5

6

受講資格 介護予防に関心があり、普及・啓発に協力できる全日程受講可能な町内在住の人。
（6回目に実施する認知症サポーター養成講座のみの参加も可能です。町内
在住のどなたでも参加できます。）

そ の 他 修了した人に、高齢者の健康づくりや介護予防の取り組みをする際に、ボラン
ティアをお願いする事があります。

日 程

募集人数 30人程度
と こ ろ 防災センター

費 用 無料

対 象 全日程受講可能な65歳以上の町内在住の人。
費 用 無料

募集人数 10人程度

日 程

と こ ろ 役場会議室棟１号会議室

申込・問い合わせ先 地域包括支援センター　☎891－3321（内線1313）

　食べる楽しさをアップし、いつまでも若 し々く元気な生活をめざす教室を開催します。ぜひご参加ください。

　健康づくりや介護予防の知識と技術を修得し、地域の人々を支援するための講
座です。

参加者募集!! 【すこやかライフサポーター養成講座】【すこやかライフサポーター養成講座】

【元気“歯”つらつ教室】【元気“歯”つらつ教室】

各種申込期間 8月21日（金）まで　8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）

※場合によっては日程･内容等が変更になることもあります。受講申込者には、詳しい日程表を後日送付します。
※新型コロナウイルス感染症による今後の感染状況等により、中止となる場合があります。

９月14日（月）

９月28日（月）

10月12日（月）

10月26日（月）

11月  9日（月）

 11月16日（月）

内　　　容 日　 程

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

時　間

口腔ケアとは　　口腔ケアの必要性　　感染予防対策

健口生活を送るには　　歯や口の働きについて

口腔機能　　「食べる力・飲み込む力」

口腔機能　　「呼吸・構音について」

美味しく食べる　　噛むことの効果と噛む力

「健康で自立した生活」　「若々しく楽しい人生」のために
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　令和3年4月に小学校へ入学する子どもがいる、ひとり親家庭等を対象にランドセルを購入する費用の一部を助成し
ます。

町内在住で、令和3年4月に町内小学校へ入学する子どもがいる、児童扶養手当を受給しているひとり
親家庭または両親ともいない家庭で、助成を希望する人
※生活保護法に基づく扶助を受けている世帯は対象になりません。

対 象

ひとり親家庭が増加していること、ひとり親家庭は一般家庭に比べ経済的に厳しい状況にあること等か
ら、新入学の準備の支援として、ひとり親家庭等を対象にランドセル購入費用の一部を助成します。

趣 旨

12月18日（金） 8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）申込期限

①助成金額はランドセル購入代金の範囲内とし、上限1人30,000円とします。
②助成金の交付は、ご指定いただいた口座への振込となります。

助成内容

問い合わせ先 三木町社会福祉協議会  ☎891－3317

～この事業には、共同募金の配分金が活用されています～

ひとり親家庭ランドセル購入助成事業

8月　長覚寺保育所

防災ラジオ チャンネル
みき

タイトルコ
ール

広報      　　　2020年8月 8



●三木町民が対象になります。
●裏面を切り取り、会計時にお渡しください。
●入浴・フロント横売店・レストランは1枚で1人、テニスコートは
1枚で1時間、1回のご利用で2時間までが割引対象になります。
●回数券は対象外です。
●他の優待券等との併用やコピー、三木町ウェブサイト
からのプリントアウトしてのご利用はできません。

毎月第3木曜日は、
三木町民の日

裏面切取線に沿って切り取りご利用ください。
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5月
受付分

町の人口  令和2年7月1日現在   （　　）内は前月比
世 帯 数  10,776世帯（   0）
 人口総数     26,902人（－21）

転入 52人 　転出 54人　 出生 14人 　死亡 33人
6月中の異動

男  12,967人 （－10）
女  13,935人（－11）

町内の火災・救急
発　生　状　況

町内交通事故
発　生　状　況
区　分   6月   1月からの累計

発生件数 11 50 （ 48）

死　者 0 0 （ 0）

負傷者 14 62 （ 57）

（　）内は昨年同期 （　）内は昨年同期

区分　 6月    1月からの累計

火災 2 11 （ 10）

救急 94 607 （ 657）

・開講式（オリエンテーション）
・開講記念講演／綾川町国民健康保険陶病院長　大原　昌樹 氏

・介護保険制度についての講話／香川県健康福祉部長寿社会対策課
・転倒予防講話と実技／四国学院大学カルチュラル・マネジメント学科教授　片山　昭彦 氏
・栄養学についての講話／香川県東讃保健福祉事務所
・口腔についての講話／三木町職員

・傾聴について講話とグループワーク／四国学院大学社会福祉学科教授　島影　俊英 氏

・施設見学／社会福祉法人木田福祉会　特別養護老人ホームみき山荘職員

・認知症サポーター養成講座／認知症キャラバンメイト
・三木町地域包括支援センターについての講話／三木町職員　・閉講式（委嘱状授与）

9月4日（金）
  14：00～16：00

9月15日（火）
  13：30～16：40

10月7日（水）
  13：30～16：40

10月22日（木）
  14：00～16：30

11月6日（金）
  13：30～15：30

11月17日（火）
  13：30～16：00

日　　時 内　　容　／　講　　師　（担　　当）

1

2

3

4

5

6

受講資格 介護予防に関心があり、普及・啓発に協力できる全日程受講可能な町内在住の人。
（6回目に実施する認知症サポーター養成講座のみの参加も可能です。町内
在住のどなたでも参加できます。）

そ の 他 修了した人に、高齢者の健康づくりや介護予防の取り組みをする際に、ボラン
ティアをお願いする事があります。

日 程

募集人数 30人程度
と こ ろ 防災センター

費 用 無料

対 象 全日程受講可能な65歳以上の町内在住の人。
費 用 無料

募集人数 10人程度

日 程

と こ ろ 役場会議室棟１号会議室

申込・問い合わせ先 地域包括支援センター　☎891－3321（内線1313）

　食べる楽しさをアップし、いつまでも若 し々く元気な生活をめざす教室を開催します。ぜひご参加ください。

　健康づくりや介護予防の知識と技術を修得し、地域の人々を支援するための講
座です。

参加者募集!! 【すこやかライフサポーター養成講座】【すこやかライフサポーター養成講座】

【元気“歯”つらつ教室】【元気“歯”つらつ教室】

各種申込期間 8月21日（金）まで　8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）

※場合によっては日程･内容等が変更になることもあります。受講申込者には、詳しい日程表を後日送付します。
※新型コロナウイルス感染症による今後の感染状況等により、中止となる場合があります。

９月14日（月）

９月28日（月）

10月12日（月）

10月26日（月）

11月  9日（月）

 11月16日（月）

内　　　容 日　 程

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

９:30 ～ 10:30

時　間

口腔ケアとは　　口腔ケアの必要性　　感染予防対策

健口生活を送るには　　歯や口の働きについて

口腔機能　　「食べる力・飲み込む力」

口腔機能　　「呼吸・構音について」

美味しく食べる　　噛むことの効果と噛む力

「健康で自立した生活」　「若々しく楽しい人生」のために
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　令和3年4月に小学校へ入学する子どもがいる、ひとり親家庭等を対象にランドセルを購入する費用の一部を助成し
ます。

町内在住で、令和3年4月に町内小学校へ入学する子どもがいる、児童扶養手当を受給しているひとり
親家庭または両親ともいない家庭で、助成を希望する人
※生活保護法に基づく扶助を受けている世帯は対象になりません。

対 象

ひとり親家庭が増加していること、ひとり親家庭は一般家庭に比べ経済的に厳しい状況にあること等か
ら、新入学の準備の支援として、ひとり親家庭等を対象にランドセル購入費用の一部を助成します。

趣 旨

12月18日（金） 8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）申込期限

①助成金額はランドセル購入代金の範囲内とし、上限1人30,000円とします。
②助成金の交付は、ご指定いただいた口座への振込となります。

助成内容

問い合わせ先 三木町社会福祉協議会  ☎891－3317

～この事業には、共同募金の配分金が活用されています～

ひとり親家庭ランドセル購入助成事業

8月　長覚寺保育所

防災ラジオ チャンネル
みき

タイトルコ
ール

2020年8月　　広報9



問い合わせ先　　　　　　　　　 （一財）日本遺族会　　 ☎03-3261-5521
　　　　　　　（一財）香川県遺族連合会　☎831-6081

申込・問い合わせ先
政策課（広報統計係）　　☎891－3302（内線2213）

　2021年版県民手帳・ノートの予約受付が始まりました。
　予約注文については、政策課または各出張所へお申
し込みください。

＊引渡しは、10月中旬の予定です（事前に連絡します。）。
＊申込期限を過ぎての受付はできませんのでご了承ください。

8月14日（金）申込期日
引渡し方法 代金と引き換えに、政策課または各出張

所でお渡しします。

価 格 県民手帳  500円／県民ノート  700円

県民手帳・ノート予約受付中

　（一財）日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　本事業は、厚生労働省から委託・補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。
※なお、新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、実施時期や地域などにより、中止または変更の可能性があります。

○賛 助 金　10万円
○参加資格
　①戦没者の遺児
　　本事業は、戦没者の遺児を対象とした慰霊友好親善事

業ですので、それ以外の方は参加できません。
　②本事業は、今回実施する地域で戦死した人の遺児（実施地域周

辺の公海上にて戦死された方も含む）以外の方は参加できません。

【実施地域】
旧満州・旧ソ連・東部ニューギニア・西部
ニューギニア・マリアナ諸島・中国・ボルネオ・
マレー半島・トラック諸島・パラオ諸島・ソロモン
諸島・フィリピン・ミャンマー・沖縄・台湾・バシー
海峡・マーシャル諸島・ギルバート諸島・ビス
マーク諸島

戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加募集

　8月15日は終戦記念日です。戦没者の追悼および、広島・長崎の原爆死没者の慰霊、そして恒久平和を祈念し
て、正午から1分間、ご家庭や職場等での黙とうをお願いします。

終戦記念日ならびに原爆死没者の慰霊および平和祈念の黙とうについて

問い合わせ先　　　　　　　　　総務課（危機管理係） ☎891-3301（内線2114・2115）／高松市消防局 三木消防署 ☎898-4119

　現在、町内で火災が多発しており、重大な事故が発生しております。
　火を取り扱うときは、最初は小さな火でも、次第に燃え広がり、人命や財産を奪いかねない大規模
な火災になる危険があることを常に意識し、火災を絶対に起こさないよう細心の注意をお願いします。

火 災 が 多 発 し て い ま す

問い合わせ先 環境下水道課（下水道係）　☎891-3315（内線4129）

サンメッセ香川
10月20日（火）14：00 ～ 16：00

＊受験申込書、説明書、受験講習会の案内など
は、環境下水道課でお渡しします。

　宅内排水設備指定工事店の指定要件の一つである工事の設計・施工にあたる責任技術者認定のための共通試験を、次のとおり行います。

下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験のご案内

1 試験の日時および会場

環境下水道課

8月3日（月）～ 31日（月）
8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）試験会場

試験日時

受験申込場所

受験申込期間

登録の有効期間 三木町長が定めた日から令和5年3月31日まで

2 試験の申し込み等

問い合わせ先 総務課（危機管理係）　☎891-3301（内線2114・2115）

　●四電エンジニアリング株式会社 ●高松テレホン建設株式会社 ●株式会社データ・コム四国
　●デジタル環境システム株式会社 ●有限会社エヌ・ビィ・エス

　今年の1月から2月にかけて貸与希望調査を行ったデジタル戸別受信機について、申請のあった世帯等に対し、7月
中旬ごろから、町が委託した下記工事業者が順次お伺いする予定です。事前に、工事業者が電話連絡を行い、訪問
日の調整を行いますので、できるだけ平日の訪問にご協力ください。

デジタル戸別受信機の設置のために工事業者がお伺いします

■工事業者■　※町が発行する身分証明書を携帯してお伺いします

問い合わせ先 契約監理課（入札契約係）　☎891-3323（内線2312）

　令和2年度物品の買入れ等の入札参加資格審査申請の追加受付を次のとおり行います。
　この申請は、入札（随意契約を含む。）に参加するために必要なものです。

入札参加資格審査申請（追加受付）について

持参・郵送どちらでも可
持参の場合：9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
郵送の場合：受付最終日（8月21日）の消印有効

申請方法

8月11日（火）～8月21日（金）（土・日を除く。）受付期間
9月1日～令和3年3月31日資格有効期間
町ウェブサイトからダウンロードしてください。申請要領等

契約監理課受付場所

期 　 間 8月28日（金）～ 9月3日（木）

届 出 先 8：30 ～ 19：00（ただし、土曜日・日曜日は10：00 ～ 17：00まで）

相 談 員 人権擁護委員および高松法務局職員

　高松法務局と香川県人権擁護委員連合会では、専用相談電話「子どもの人権110番」強化週間を設け、下記
のとおり、週間中、平日の電話相談時間を延長するとともに、休日にも電話相談を実施します。
　いじめ、体罰、虐待などの子どもの人権に関する相談は、「子どもの人権110番」まで、
お気軽にお電話ください。

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ全国一斉「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ

問い合わせ先 子どもの人権110番　☎0120-007-110

認め合う
個性と能力　男と女

№88三木町男女共同参画推進会だより

SDGs（エスディージーズ）って何？～身近な事から始めよう！！
「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、「17
の目標」と「169のターゲット（具体目標）」で構成されています。
国連地域広報センター（UNRIC）が、「ゴー・ゴールズ！～すごろくでSDGsを学ぼう～」と題して、
子どもも大人も楽しく遊びながら、SDGsを学べるすごろくゲームを作成しました。
すごろくゲームの質問のうち“⑤ジェンダー平等を実現しよう”の一部（下図）を紹介します。

あなたは、どれが正解だと思いますか？ 
男性だから～、女性だから～など性差での役割の「押しつけ」や、社会的な固定概念がまだ残っている日本ですが、SDGsを

通じて、豊かで活力ある未来を創るために、私たちの幸せな未来のために、あなたも、小さな1歩の意識改革から始めましょう。

SDGsカラーホイール

⑤ジェンダー平等を実現しよう
　　Q.1 家で料理と掃除をすべきなのは誰ですか？
　　　　　a) 男性　　b) 女性　　c) みんな誰でも
　　Q.2 科学技術分野で働く女性の研究者の割合はどれくらいですか？
　　　　　a) 50%　　b) 30%　　c) 70%
 A.（Q1）c　（Q2）b
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問い合わせ先　　　　　　　　　 （一財）日本遺族会　　 ☎03-3261-5521
　　　　　　　（一財）香川県遺族連合会　☎831-6081

申込・問い合わせ先
政策課（広報統計係）　　☎891－3302（内線2213）

　2021年版県民手帳・ノートの予約受付が始まりました。
　予約注文については、政策課または各出張所へお申
し込みください。

＊引渡しは、10月中旬の予定です（事前に連絡します。）。
＊申込期限を過ぎての受付はできませんのでご了承ください。

8月14日（金）申込期日
引渡し方法 代金と引き換えに、政策課または各出張

所でお渡しします。

価 格 県民手帳  500円／県民ノート  700円

県民手帳・ノート予約受付中

　（一財）日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　本事業は、厚生労働省から委託・補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。
※なお、新型コロナウイルス感染症の状況をふまえ、実施時期や地域などにより、中止または変更の可能性があります。

○賛 助 金　10万円
○参加資格
　①戦没者の遺児
　　本事業は、戦没者の遺児を対象とした慰霊友好親善事

業ですので、それ以外の方は参加できません。
　②本事業は、今回実施する地域で戦死した人の遺児（実施地域周

辺の公海上にて戦死された方も含む）以外の方は参加できません。

【実施地域】
旧満州・旧ソ連・東部ニューギニア・西部
ニューギニア・マリアナ諸島・中国・ボルネオ・
マレー半島・トラック諸島・パラオ諸島・ソロモン
諸島・フィリピン・ミャンマー・沖縄・台湾・バシー
海峡・マーシャル諸島・ギルバート諸島・ビス
マーク諸島

戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加募集

　8月15日は終戦記念日です。戦没者の追悼および、広島・長崎の原爆死没者の慰霊、そして恒久平和を祈念し
て、正午から1分間、ご家庭や職場等での黙とうをお願いします。

終戦記念日ならびに原爆死没者の慰霊および平和祈念の黙とうについて

問い合わせ先　　　　　　　　　総務課（危機管理係） ☎891-3301（内線2114・2115）／高松市消防局 三木消防署 ☎898-4119

　現在、町内で火災が多発しており、重大な事故が発生しております。
　火を取り扱うときは、最初は小さな火でも、次第に燃え広がり、人命や財産を奪いかねない大規模
な火災になる危険があることを常に意識し、火災を絶対に起こさないよう細心の注意をお願いします。

火 災 が 多 発 し て い ま す

問い合わせ先 環境下水道課（下水道係）　☎891-3315（内線4129）

サンメッセ香川
10月20日（火）14：00 ～ 16：00

＊受験申込書、説明書、受験講習会の案内など
は、環境下水道課でお渡しします。

　宅内排水設備指定工事店の指定要件の一つである工事の設計・施工にあたる責任技術者認定のための共通試験を、次のとおり行います。

下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験のご案内

1 試験の日時および会場

環境下水道課

8月3日（月）～ 31日（月）
8：30 ～ 17：15（土・日・祝日を除く）試験会場

試験日時

受験申込場所

受験申込期間

登録の有効期間 三木町長が定めた日から令和5年3月31日まで

2 試験の申し込み等

問い合わせ先 総務課（危機管理係）　☎891-3301（内線2114・2115）

　●四電エンジニアリング株式会社 ●高松テレホン建設株式会社 ●株式会社データ・コム四国
　●デジタル環境システム株式会社 ●有限会社エヌ・ビィ・エス

　今年の1月から2月にかけて貸与希望調査を行ったデジタル戸別受信機について、申請のあった世帯等に対し、7月
中旬ごろから、町が委託した下記工事業者が順次お伺いする予定です。事前に、工事業者が電話連絡を行い、訪問
日の調整を行いますので、できるだけ平日の訪問にご協力ください。

デジタル戸別受信機の設置のために工事業者がお伺いします

■工事業者■　※町が発行する身分証明書を携帯してお伺いします

問い合わせ先 契約監理課（入札契約係）　☎891-3323（内線2312）

　令和2年度物品の買入れ等の入札参加資格審査申請の追加受付を次のとおり行います。
　この申請は、入札（随意契約を含む。）に参加するために必要なものです。

入札参加資格審査申請（追加受付）について

持参・郵送どちらでも可
持参の場合：9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
郵送の場合：受付最終日（8月21日）の消印有効

申請方法

8月11日（火）～8月21日（金）（土・日を除く。）受付期間
9月1日～令和3年3月31日資格有効期間
町ウェブサイトからダウンロードしてください。申請要領等

契約監理課受付場所

期 　 間 8月28日（金）～ 9月3日（木）

届 出 先 8：30 ～ 19：00（ただし、土曜日・日曜日は10：00 ～ 17：00まで）

相 談 員 人権擁護委員および高松法務局職員

　高松法務局と香川県人権擁護委員連合会では、専用相談電話「子どもの人権110番」強化週間を設け、下記
のとおり、週間中、平日の電話相談時間を延長するとともに、休日にも電話相談を実施します。
　いじめ、体罰、虐待などの子どもの人権に関する相談は、「子どもの人権110番」まで、
お気軽にお電話ください。

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ全国一斉「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ

問い合わせ先 子どもの人権110番　☎0120-007-110

認め合う
個性と能力　男と女

№88三木町男女共同参画推進会だより

SDGs（エスディージーズ）って何？～身近な事から始めよう！！
「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、「17
の目標」と「169のターゲット（具体目標）」で構成されています。
国連地域広報センター（UNRIC）が、「ゴー・ゴールズ！～すごろくでSDGsを学ぼう～」と題して、
子どもも大人も楽しく遊びながら、SDGsを学べるすごろくゲームを作成しました。
すごろくゲームの質問のうち“⑤ジェンダー平等を実現しよう”の一部（下図）を紹介します。

あなたは、どれが正解だと思いますか？ 
男性だから～、女性だから～など性差での役割の「押しつけ」や、社会的な固定概念がまだ残っている日本ですが、SDGsを

通じて、豊かで活力ある未来を創るために、私たちの幸せな未来のために、あなたも、小さな1歩の意識改革から始めましょう。

SDGsカラーホイール

⑤ジェンダー平等を実現しよう
　　Q.1 家で料理と掃除をすべきなのは誰ですか？
　　　　　a) 男性　　b) 女性　　c) みんな誰でも
　　Q.2 科学技術分野で働く女性の研究者の割合はどれくらいですか？
　　　　　a) 50%　　b) 30%　　c) 70%
 A.（Q1）c　（Q2）b
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問い合わせ先 文化交流プラザ　☎898－9222

と こ ろ 文化交流プラザ メタホール
と き 9月12日（土） 開演 14：00（開場 13：30）

入 場 料 全席指定席　前売 1,000円（当日 1,500円）
※3歳以上有料（3歳未満でもお席が必要な場合は有料）

　元「いちむじん」のギタリスト山下俊輔と、クロマチックハーモニカ奏者の山下伶がコラボでおくるコンサート。ギターの繊細な
響きと、ハーモニカの透き通るような美しい音色、そして二人の息の合った絶妙なハーモニーを、ぜひ会場でお楽しみください。

【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大の為、5月16日から延期となった公演です。感染防止
対策として、会場を変更、販売枚数を制限して指定席とし、座席の間隔を空けて開催します。

山下 俊輔 × 山下 伶 コンサート山下 俊輔 × 山下 伶 コンサート

問い合わせ先 生涯学習課（生涯学習係）　☎891-3314（内線2513）

と こ ろ 防災センター 2階　第1研修室
と き 8月18日（火） 9：30～11：30（受付：9：00～）

講　　師 香川県地球温暖化防止活動推進センターより
対 象 者 小学生（4年生以下は保護者同伴）と保護者を合わせて24人まで
参 加 費 500円（材料費込）工作をしない保護者は無料
持 参 物 炭酸飲料等の丸型ペットボトル（1.5ℓ）1本、飲み物
申込方法 電話で、氏名、学校名、学年、電話番号をお知らせください。先着順で受け付けます。
申込期間 7月20日（月）9：00～７月31日（金）17：00 (土日祝日を除く)まで

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または延期になる場合があります。

ソーラーランタンを作ろう
　ソーラーランタンとは…太陽の光で光る電気を使わないエコなちょうちん（スタンド）で
す。好きな絵をかいたり、切り絵をしたり、ペットボトルの中を飾り付けてオリジナルのランタン
を作ろう！ 光がともった瞬間の感動をぜひ味わってね♪

三木町家庭教育学級 すくすくクラブ

６月16日㈫

三木校生と町が連携して地域課題の解決策を探る授業が始まりました。三木校
生が授業を通して地域への愛着を深め、将来、町を担うリーダーとして活躍して欲し
いという理念のもと今年度から初めて行われるものです。
授業初日には、町長や町職員が総合学科2年生70名に地域課題を講義しま

した。講義の中では、産業活性化や健康福祉事業の推進など6つの課題を示し
たほか、地域課題の解決に取り組むことが、国連が掲げる「持続可能な開発目
標(SDGs)」の達成につながることにも触れ、この授業をSDGsを身近に考えるき
っかけにしてほしいと伝えました。
今後は、課題ごとに班に分かれて、町と連携しながら課題を探究し、10月の成
果発表会で解決方法を町に提案する予定です。

高校生が地域の困りごとを探究！高校生が地域の困りごとを探究！

まちかどスポット

第４弾獅子舞プロモーション動画を
三木町公式Youtubeアカウントで公開しました！！！
「＃おうち時間」をお過ごしの皆さん、動画をみて
お家で踊ってみては！？

＃いつでもどこでも獅子舞（農業編）
畑仕事もそっちのけ！やっぱり獅子舞★

獅子舞プロモー
ション動画は
こちらから ▼ ▼

「三木町の獅子家」のLINEスタンプを販売中！！
是非お買い求めください。

LINEスタンプ販売中！LINEスタンプ販売中！

LINEスタンプ

ウシシッ！♥

三木町の“いいね”をみんなで発信! !

三木町公式アカウント
＠kit_miki_kagawa

＃きっとみき

第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！
7月4日㈯

6月29日㈪

防災センター前で、6月1日から行われた緊急在庫処
分SOS！が最終日を迎えました。
町内の企業が

日替わりで店舗を
出し、町内外を問
わず、たくさんの方
が応援に駆け付
けました。
まだまだ厳しい
状況が続きます
が、お互いに助け
合って乗り越えま
しょう！

緊急在庫処分SOS！終了
第一生命様から、アルコール除菌スプレーや除菌シート

などが寄贈されまし
た。新型コロナウイ
ルス感染症の影響
を受けている町内
の施設や企業に少
しでも役に立てれば
と寄贈くださいまし
た。
また、（株）三谷
電気様から、非接
触型の検温計10個
が寄贈されました。

アルコール除菌スプレー等寄贈6月22日㈪

問い合わせ先 一般社団法人三木町シルバー人材センター　☎899-8817

　シルバー人材センターは、会員に就業の場を提供することにより、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを進め、活力のある高齢社会
の実現を目指しています。町内在住で概ね60歳以上の健康で働く意欲のある人、技術や経験を活かして地域社会に貢献してみませ
んか。三木町シルバー人材センターへの入会をお考えの人、シルバー人材センターに興味をお持ちの人は、ぜひ参加ください。

三木町シルバー人材センター入会説明会のご案内

一般社団法人三木町シルバー人材センター事務所 三木町大字氷上370番地1 農村環境改善センター南側（旧ＪＡオートパル）
8月 5日（水） 13：30 ～／ 9月 9日（水） 13：30 ～

と こ ろ
と き

サンサン館みきでは令和2年7月期講座（7～9月）の受講生を募集しています。アルコール消毒、
机・イスの間隔を広くとる、換気をこまめに行うなどの新型コロナウイルス感染症の感染予防策をとっ
たうえで開講しています。詳しい講座の内容を知りたい人は、サンサン館みきのホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせください。毎年8月に開催していました「プチなサンサン夏祭り！」
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止します。

問い合わせ先 サンサン館みき　☎891－0333

令和2年7月期 講座受講生募集中！令和2年7月期 講座受講生募集中！

令和2年度中学生カナダ派遣事業についてのお知らせ令和2年度中学生カナダ派遣事業についてのお知らせ
　今年度の「中学生カナダ派遣事業」の実施について、新型コロナウイルスの経過を注視しながら、9月に最終判断を
する予定です。結果は広報みき、町ウェブサイトなどでお知らせします。

問い合わせ先 教育総務課（教務係）　☎891-3313（内線2417）

（舞ちゃんの妹）

チケット好評発売中
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問い合わせ先 文化交流プラザ　☎898－9222

と こ ろ 文化交流プラザ メタホール
と き 9月12日（土） 開演 14：00（開場 13：30）

入 場 料 全席指定席　前売 1,000円（当日 1,500円）
※3歳以上有料（3歳未満でもお席が必要な場合は有料）

　元「いちむじん」のギタリスト山下俊輔と、クロマチックハーモニカ奏者の山下伶がコラボでおくるコンサート。ギターの繊細な
響きと、ハーモニカの透き通るような美しい音色、そして二人の息の合った絶妙なハーモニーを、ぜひ会場でお楽しみください。

【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大の為、5月16日から延期となった公演です。感染防止
対策として、会場を変更、販売枚数を制限して指定席とし、座席の間隔を空けて開催します。

山下 俊輔 × 山下 伶 コンサート山下 俊輔 × 山下 伶 コンサート

問い合わせ先 生涯学習課（生涯学習係）　☎891-3314（内線2513）

と こ ろ 防災センター 2階　第1研修室
と き 8月18日（火） 9：30～11：30（受付：9：00～）

講　　師 香川県地球温暖化防止活動推進センターより
対 象 者 小学生（4年生以下は保護者同伴）と保護者を合わせて24人まで
参 加 費 500円（材料費込）工作をしない保護者は無料
持 参 物 炭酸飲料等の丸型ペットボトル（1.5ℓ）1本、飲み物
申込方法 電話で、氏名、学校名、学年、電話番号をお知らせください。先着順で受け付けます。
申込期間 7月20日（月）9：00～７月31日（金）17：00 (土日祝日を除く)まで

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または延期になる場合があります。

ソーラーランタンを作ろう
　ソーラーランタンとは…太陽の光で光る電気を使わないエコなちょうちん（スタンド）で
す。好きな絵をかいたり、切り絵をしたり、ペットボトルの中を飾り付けてオリジナルのランタン
を作ろう！ 光がともった瞬間の感動をぜひ味わってね♪

三木町家庭教育学級 すくすくクラブ

６月16日㈫

三木校生と町が連携して地域課題の解決策を探る授業が始まりました。三木校
生が授業を通して地域への愛着を深め、将来、町を担うリーダーとして活躍して欲し
いという理念のもと今年度から初めて行われるものです。
授業初日には、町長や町職員が総合学科2年生70名に地域課題を講義しま

した。講義の中では、産業活性化や健康福祉事業の推進など6つの課題を示し
たほか、地域課題の解決に取り組むことが、国連が掲げる「持続可能な開発目
標(SDGs)」の達成につながることにも触れ、この授業をSDGsを身近に考えるき
っかけにしてほしいと伝えました。
今後は、課題ごとに班に分かれて、町と連携しながら課題を探究し、10月の成
果発表会で解決方法を町に提案する予定です。

高校生が地域の困りごとを探究！高校生が地域の困りごとを探究！

まちかどスポット

第４弾獅子舞プロモーション動画を
三木町公式Youtubeアカウントで公開しました！！！
「＃おうち時間」をお過ごしの皆さん、動画をみて
お家で踊ってみては！？

＃いつでもどこでも獅子舞（農業編）
畑仕事もそっちのけ！やっぱり獅子舞★

獅子舞プロモー
ション動画は
こちらから ▼ ▼

「三木町の獅子家」のLINEスタンプを販売中！！
是非お買い求めください。

LINEスタンプ販売中！LINEスタンプ販売中！

LINEスタンプ

ウシシッ！♥

三木町の“いいね”をみんなで発信! !

三木町公式アカウント
＠kit_miki_kagawa

＃きっとみき

第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！第4弾 獅子舞プロモーション動画公開！！
7月4日㈯

6月29日㈪

防災センター前で、6月1日から行われた緊急在庫処
分SOS！が最終日を迎えました。
町内の企業が

日替わりで店舗を
出し、町内外を問
わず、たくさんの方
が応援に駆け付
けました。
まだまだ厳しい
状況が続きます
が、お互いに助け
合って乗り越えま
しょう！

緊急在庫処分SOS！終了
第一生命様から、アルコール除菌スプレーや除菌シート

などが寄贈されまし
た。新型コロナウイ
ルス感染症の影響
を受けている町内
の施設や企業に少
しでも役に立てれば
と寄贈くださいまし
た。
また、（株）三谷
電気様から、非接
触型の検温計10個
が寄贈されました。

アルコール除菌スプレー等寄贈6月22日㈪

問い合わせ先 一般社団法人三木町シルバー人材センター　☎899-8817

　シルバー人材センターは、会員に就業の場を提供することにより、高齢者の生きがいづくり、健康づくりを進め、活力のある高齢社会
の実現を目指しています。町内在住で概ね60歳以上の健康で働く意欲のある人、技術や経験を活かして地域社会に貢献してみませ
んか。三木町シルバー人材センターへの入会をお考えの人、シルバー人材センターに興味をお持ちの人は、ぜひ参加ください。

三木町シルバー人材センター入会説明会のご案内

一般社団法人三木町シルバー人材センター事務所 三木町大字氷上370番地1 農村環境改善センター南側（旧ＪＡオートパル）
8月 5日（水） 13：30 ～／ 9月 9日（水） 13：30 ～

と こ ろ
と き

サンサン館みきでは令和2年7月期講座（7～9月）の受講生を募集しています。アルコール消毒、
机・イスの間隔を広くとる、換気をこまめに行うなどの新型コロナウイルス感染症の感染予防策をとっ
たうえで開講しています。詳しい講座の内容を知りたい人は、サンサン館みきのホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせください。毎年8月に開催していました「プチなサンサン夏祭り！」
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止します。

問い合わせ先 サンサン館みき　☎891－0333

令和2年7月期 講座受講生募集中！令和2年7月期 講座受講生募集中！

令和2年度中学生カナダ派遣事業についてのお知らせ令和2年度中学生カナダ派遣事業についてのお知らせ
　今年度の「中学生カナダ派遣事業」の実施について、新型コロナウイルスの経過を注視しながら、9月に最終判断を
する予定です。結果は広報みき、町ウェブサイトなどでお知らせします。

問い合わせ先 教育総務課（教務係）　☎891-3313（内線2417）

（舞ちゃんの妹）

チケット好評発売中
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人
権
問
題
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
、そ
の
中

で
も
一
番
ひ
ど
い
と
感
じ
る
も
の
は
い
じ
め
で
あ
る
。そ
の

中
で
も
僕
が
許
せ
な
い
も
の
は
一
人
ひ
と
り
違
う
、顔
や

体
形
を
と
ら
え
て
の
い
じ
め
で
あ
る
。

　
僕
が
小
学
生
の
頃
、「
人
権
集
会
」が
あ
り
、あ
る
一
人

の
男
の
子
が
顔
や
体
形
の
こ
と
で
何
人
か
の
人
に
い
じ
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
た
り
考
え
た
り

し
た
。そ
の
時
、僕
は
、自
分
事
と
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
深
く
考
え
た
り
は
し
な
か
っ
た
。で
も
中
学
生
に
な
っ

て
か
ら
、そ
の
男
の
子
と
同
じ
よ
う
に
、何
人
か
の
人
に

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
を
見
た
。僕
は
周
り
に
流
さ
れ
な

い
よ
う
に
で
き
る
だ
け
悪
い
こ
と
は
言
わ
れ

な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。僕
は
そ
の
い
じ
め

を
終
わ
り
に
し
た
か
っ
た
が
、そ
の
人
は

「
や
め
て
。」と
も
言
わ
な
い
し
、僕
も
み
ん

な
に
注
意
す
る
勇
気
が
な
か
っ
た
。だ
か
ら

そ
の
い
じ
め
は
長
い
間
、続
い
て
し
ま
っ
た
。

顔
や
体
形
は
絶
対
に
一
人
ひ
と
り
違
う
の

に
、な
ぜ
そ
の
い
じ
め
が
起
こ
る
の
か
を
僕

は
考
え
て
い
た
。僕
は
悪
口
を
言
っ
て
い
な

か
っ
た
も
の
の
一
緒
に
笑
っ
て
い
た
の
で
、そ

れ
も
い
じ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

悪
口
を
言
っ
て
い
る
人
も
、笑
っ
て
い
る
人
も

全
く
同
じ
で
、い
じ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
自
分
自
身
で
初
め
て
実
感

し
た
。

　
い
じ
め
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
、人
権
集
会
の
よ

う
に
人
権
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
機
会
は
い
じ
め

た
人
も
い
じ
め
ら
れ
た
人
も
み
ん
な
あ
る
は
ず
な
の

に
、な
ぜ
い
じ
め
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
考
え
て
み
る

と
、い
く
つ
も
そ
の
理
由
が
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
。い

じ
め
た
人
は
悪
気
は
な
く
、遊
び
半
分
で
と
い
う
人

が
多
い
。だ
か
ら
人
権
に
つ
い
て
考
え
た
り
話
し
合
っ

た
り
し
て
も
、自
分
事
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、な
か
な
か
や
め
ら
れ
な
い
の
だ
と
思
う
。で
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
考
え
た
。そ
れ
は
、い
じ
め
て

い
な
い
人
や
い
じ
め
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
人
が
、勇
気

を
出
し
て
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。ほ

と
ん
ど
の
人
は
、見
て
い
る
だ
け
で
も
い
じ
め
と
い
う

こ
と
と
、注
意
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て

い
る
と
思
う
。で
も
注
意
を
す
る
こ
と
は
勇
気
が
い

る
し
、何
と
言
わ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
た
め
ら
っ

て
い
る
の
だ
と
思
う
。そ
う
思
っ
て
い
る
人
が
み
ん
な

で
勇
気
を
出
し
て
注
意
を
す
る
こ
と
で
、そ
の
い
じ
め

は
な
く
な
っ
て
、い
じ
め
ら
れ
た
人
も
い
じ
め
た
人
も

救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。ま
た
、自
分
の

行
動
が
い
じ
め
だ
と
気
づ
い
た
人
は
、い
じ
め
ら
れ
た

人
の
気
持
ち
を
考
え
て
、こ
れ
か
ら
の
言
動
に
気
を

つ
け
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。こ
れ

か
ら
僕
は
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
し
て
、新
た
な
い
じ
め

に
出
会
う
か
も
し
れ
な
い
。で
も
、僕
が
実
際
に
体
験

し
た
勇
気
を
出
す
こ
と
と
、人
権
に
つ
い
て
よ
く
考

え
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。そ
し
て

悪
い
こ
と
は
悪
い
と
は
っ
き
り
言
え
る
強
い
意
志
を

持
ち
た
い
と
思
う
。

　
人
は
皆
、周
り
の
人
た
ち
の
助
け
が
あ
る
か
ら
生

き
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
。そ
れ
ぞ
れ
の
人
を
大
切

に
し
、自
分
の
命
と
同
じ
よ
う
に
人
の
命
も
大
切
に

思
い
、相
手
を
思
い
や
る
こ
と
の
で
き
る
人
に
な
り
た

い
と
思
う
。

人権・同和教育人権・同和教育 489み

ん
なで学ぼう い

じ
め
を
考
え
る

い
じ
め
を
考
え
る

三木中学校2年
（現三木中3年）
石渡　大雅

お
知
ら
せ

無
料
年
金
相
談
の
ご
案
内

1 

8
月
6
日（
木
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

2 

役
場
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

　 

※
お
越
し
の
際
は
、年
金
手
帳
、年
金
証
書
、

運
転
免
許
証
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

9 

住
民
健
康
課（
生
活
係
）　

　 

☎
8
9
1
│

3
3
0
3（
内
線
1
1
1
5
）

司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
定
例
相
談
会

5 

一
般
相
談（
相
続
登
記
、不
動
産
・
商
業
登

記
な
ど
）、法
テ
ラ
ス
相
談（
法
テ
ラ
ス
相
談

に
該
当
す
る
場
合
）、成
年
後
見
相
談

1 

8
月
8
日（
土
）

　 

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

2 

香
川
県
司
法
書
士
会
館

6 

30
分
無
料

7 

前
日
ま
で
に
左
記
ま
で
連
絡

9 

香
川
県
司
法
書
士
会

　 

☎
8
2
1
│

5
7
0
1

「
住
ま
い
の
耐
震
化
」無
料
相
談
会

5 

経
験
豊
富
な
建
築
士
が「
住
宅
の
耐
震

化
」に
つ
い
て
、み
な
さ
ま
の
疑
問
に
お
答

え
し
ま
す
。ま
た
、補
助
金
の
説
明
や
受
け

付
け
も
行
い
ま
す
。

3 

昭
和
56
年
5
月
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅

（
借
家
）に
お
住
い
の
人

　 

※
枠
組
壁
工
法
や
プ
レ
ハ
ブ
認
定
工
法
な

ど
の
特
別
な
工
法
で
建
て
ら
れ
た
住
宅

は
対
象
外
で
す
。

1 

8
月
24
日（
月
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

　 

※
予
約
制
で
す
。電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　 

　
予
約
申
込
締
切
：
8
月
20
日（
木
）ま
で

　 

※
定
員
を
超
え
た
場
合
、締
め
切
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

2 

防
災
セ
ン
タ
ー
2
階
　
第
5
研
修
室

6 

無
料

8 

持
ち
物
：
住
宅
の
間
取
り
等
の
図
面
、住
宅

の
写
真
、固
定
資
産
税
課
税
証
明
書
、印

鑑（
認
印
）

9 

土
木
建
設
課（
都
市
計
画
係
）

　 

☎
8
9
1
│

3
3
0
7（
内
線
4
0
1
4
）

無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内

5 

弁
護
士
が
交
通
事
故
、犯
罪
被
害
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
の
相
談
に
無
料
で
応
じ
ま

す
。

1 

8
月
28
日（
金
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
20
分

2 

防
災
セ
ン
タ
ー
2
階
　
第
5
研
修
室

4 
9
人（
先
着
順
。事
前
予
約
必
要
）

　 
相
談
時
間
　
1
人
40
分
以
内

9 
三
木
町
社
会
福
祉
協
議
会

　 

☎
8
9
1
│

3
3
1
7

「
司
法
書
士
の
日
」記
念
無
料
相
談
会

5 

相
続
関
係
、不
動
産
・
商
業
登
記
全
般
、成

年
後
見
関
係
な
ど
の
相
談

1 

8
月
29
日（
土
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

2 

香
川
県
司
法
書
士
会
館

6 

30
分
無
料

7 

前
日
ま
で
に
左
記
ま
で
連
絡

9 

香
川
県
司
法
書
士
会

　 

☎
8
2
1
│

5
7
0
1

刑
務
官
採
用
試
験
に
つ
い
て

5 

人
事
院
・
法
務
省
に
よ
る
刑
務
官
採
用
試

験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

1 

第
1
次
試
験
　
9
月
20
日（
日
）

7 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
：
7
月
21
日（
火
）午
前
9

時
〜
7
月
30
日（
木
）（
受
信
有
効
）

　 

郵
送
： 

7
月
21
日（
火
）〜
7
月
22
日

（
水
）（
通
信
日
付
有
効
）

3 

①
刑
務
Ａ
、刑
務
Ａ（
武
道
）、刑
務
Ｂ
、

       

刑
務
Ｂ（
武
道
）

　
　 

平
成
3
年
4
月
2
日
〜
平
成
15
年
4

月
1
日
生
ま
れ
の
者

　 

②
刑
務
Ａ（
社
会
人
）、刑
務
Ｂ（
社
会
人
）

昭
和
55
年
4
月
2
日
〜
平
成
3
年
4

月
1
日
生
ま
れ
の
者

　 

※
①
、②
と
も
に
、Ａ
は
男
子
、Ｂ
は
女
子

に
限
る

9 

高
松
矯
正
管
区
職
員
課

　 

☎
8
2
2
│

4
4
6
9

　 

高
松
刑
務
所
庶
務
課

　 

☎
8
2
1
│

6
1
1
6

夏
休
み
親
子
手
話
教
室

5 

手
話
は
、聞
こ
え
な
い
人
た
ち
が
気
持
ち
を

伝
え
あ
う
大
切
な
言
葉
で
す
。手
と
指
だ

け
で
な
く
、体
・
目
・
顔
の
表
情
な
ど
を

使
っ
て
話
を
し
ま
す
。聞
こ
え
な
い
人
と
楽

し
く
手
話
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
は
じ
め

て
手
話
を
見
る
と
い
う
人
、手
話
を
も
っ
と

知
り
た
い
人
も
大
歓
迎
で
す
。

1 

8
月
2
日（
日
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
0
時

　 

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分

　 

8
月
5
日（
水
）

　 

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分

2 

香
川
県
聴
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

3 

小
学
生
・
中
学
生（
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
）

　 

※
子
ど
も
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

6 
1
組（
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
）に
つ
き
5
0
0

円（
受
講
料
・テ
キ
ス
ト
1
冊
つ
き
）

4 
親
子
20
組

　
※
先
着
順
に
つ
き
、お
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。

9 

香
川
県
聴
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

　 

☎
8
6
8
│

9
2
0
0

香
川
県
立
農
業
大
学
校
学
生
募
集

3 

担
い
手
養
成
科
：
野
菜
園
芸
、花
き
園
芸
、

果
樹
園
芸
、造
園
緑
化
、畜
産
の
5
コ
ー
ス
、

計
45
名

　 

就
学
期
間
：
2
年

1 

①
推
薦
入
学
試
験

　 

願
書
受
付
期
間：9
月
24
日（
木
）〜
10
月

7
日（
水
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
10
月
15
日（
木
）午
前
9
時
〜

　 

②
一
般
入
学
試
験（
前
期
）

　 

願
書
受
付
期
間
：
12
月
1
日（
火
）〜

12
月
14
日（
月
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
令
和
3
年
1
月
7
日（
木
）

　 

③
一
般
入
学
試
験（
後
期
）

　 

願
書
受
付
期
間
：
令
和
3
年
2
月
2
日

（
火
）〜
8
日（
月
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
令
和
3
年
2
月
16
日（
木
）

午
前
9
時
〜

9 

香
川
県
立
農
業
大
学
校
　
教
務
課

　 

☎
0
8
7
7
│

7
5
│

1
1
4
1

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

雑
誌
リ
サ
イ
ク
ル

5 

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
使
用
し
た
平
成
29

年
8
月
号
の
雑
誌
を
1
人
一
冊
ま
で
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。

1 

8
月
2
日（
日
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜

2 

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、【
夏
の
お
す
す
め

本
リ
ス
ト
】を
配
布
し
て
い
ま
す
。『
読
書
感
想

文
』や『
23
が
60
運
動
』な
ど
の
本
選
び
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

募

　
　集

催

　
　し

文
化
交
流
プ
ラ
ザ  

☎
8
9
8
│

9
2
2
2

問い合わせ先 少年育成センター  ☎891－3316（内線2516）

　香川県では毎年、青少年の非行・被害が増加する夏に関係機関・団体と連携して、夏休みを中心に青少年の非
行や被害を防止するため、さまざまな事業や啓発活動を実施しています。今年は新型コロナウイルスの影響で「新しい
生活様式」が求められ、夏休みが短縮されるなど青少年を取り巻く環境が大きく変化しています。
　ご家庭でも幼稚園や学校からの「しおり」等をよくお読みいただき、子どもたちが安全で楽しい夏休みや学校生活を
過ごせるよう気をつけてください。

○バランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動など基本的な生活習慣を守り、
　心と体の健康維持に努めましょう。
○日ごろから子どもと何でも話し合える信頼関係を築いておきましょう。
○ネットやSNSの危険性を理解し、子どもたちの情報モラルを高めましょう。。
○子どもたちだけでの夜間の外出や外泊はやめさせましょう。
○知らない人について行くことや、人通りの少ない場所を避けるようにさせましょう。

育成センターだより

「夏の青少年非行・被害防止県民運動」（7月1日～ 8月31日）「夏の青少年非行・被害防止県民運動」（7月1日～ 8月31日）

　井戸に「井戸モール」という極小モールがオープンしました。新鮮でおいしい旬の野菜や
シェフたちがつくるお惣菜、お菓子にパン。素材にこだわったラーメン屋、本格的な日本料理店、

そして小さな雑貨店にレンタルスペース。お腹をすかせていってみては。（井戸モール 三木町井戸2316-14）

表紙の“IDO MALL”について

広報      　　　2020年8月 14



　
人
権
問
題
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
、そ
の
中

で
も
一
番
ひ
ど
い
と
感
じ
る
も
の
は
い
じ
め
で
あ
る
。そ
の

中
で
も
僕
が
許
せ
な
い
も
の
は
一
人
ひ
と
り
違
う
、顔
や

体
形
を
と
ら
え
て
の
い
じ
め
で
あ
る
。

　
僕
が
小
学
生
の
頃
、「
人
権
集
会
」が
あ
り
、あ
る
一
人

の
男
の
子
が
顔
や
体
形
の
こ
と
で
何
人
か
の
人
に
い
じ
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
た
り
考
え
た
り

し
た
。そ
の
時
、僕
は
、自
分
事
と
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
深
く
考
え
た
り
は
し
な
か
っ
た
。で
も
中
学
生
に
な
っ

て
か
ら
、そ
の
男
の
子
と
同
じ
よ
う
に
、何
人
か
の
人
に

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
人
を
見
た
。僕
は
周
り
に
流
さ
れ
な

い
よ
う
に
で
き
る
だ
け
悪
い
こ
と
は
言
わ
れ

な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。僕
は
そ
の
い
じ
め

を
終
わ
り
に
し
た
か
っ
た
が
、そ
の
人
は

「
や
め
て
。」と
も
言
わ
な
い
し
、僕
も
み
ん

な
に
注
意
す
る
勇
気
が
な
か
っ
た
。だ
か
ら

そ
の
い
じ
め
は
長
い
間
、続
い
て
し
ま
っ
た
。

顔
や
体
形
は
絶
対
に
一
人
ひ
と
り
違
う
の

に
、な
ぜ
そ
の
い
じ
め
が
起
こ
る
の
か
を
僕

は
考
え
て
い
た
。僕
は
悪
口
を
言
っ
て
い
な

か
っ
た
も
の
の
一
緒
に
笑
っ
て
い
た
の
で
、そ

れ
も
い
じ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

悪
口
を
言
っ
て
い
る
人
も
、笑
っ
て
い
る
人
も

全
く
同
じ
で
、い
じ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
自
分
自
身
で
初
め
て
実
感

し
た
。

　
い
じ
め
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
、人
権
集
会
の
よ

う
に
人
権
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
機
会
は
い
じ
め

た
人
も
い
じ
め
ら
れ
た
人
も
み
ん
な
あ
る
は
ず
な
の

に
、な
ぜ
い
じ
め
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
考
え
て
み
る

と
、い
く
つ
も
そ
の
理
由
が
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
。い

じ
め
た
人
は
悪
気
は
な
く
、遊
び
半
分
で
と
い
う
人

が
多
い
。だ
か
ら
人
権
に
つ
い
て
考
え
た
り
話
し
合
っ

た
り
し
て
も
、自
分
事
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、な
か
な
か
や
め
ら
れ
な
い
の
だ
と
思
う
。で
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
考
え
た
。そ
れ
は
、い
じ
め
て

い
な
い
人
や
い
じ
め
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
人
が
、勇
気

を
出
し
て
注
意
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。ほ

と
ん
ど
の
人
は
、見
て
い
る
だ
け
で
も
い
じ
め
と
い
う

こ
と
と
、注
意
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て

い
る
と
思
う
。で
も
注
意
を
す
る
こ
と
は
勇
気
が
い

る
し
、何
と
言
わ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
た
め
ら
っ

て
い
る
の
だ
と
思
う
。そ
う
思
っ
て
い
る
人
が
み
ん
な

で
勇
気
を
出
し
て
注
意
を
す
る
こ
と
で
、そ
の
い
じ
め

は
な
く
な
っ
て
、い
じ
め
ら
れ
た
人
も
い
じ
め
た
人
も

救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。ま
た
、自
分
の

行
動
が
い
じ
め
だ
と
気
づ
い
た
人
は
、い
じ
め
ら
れ
た

人
の
気
持
ち
を
考
え
て
、こ
れ
か
ら
の
言
動
に
気
を

つ
け
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。こ
れ

か
ら
僕
は
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
し
て
、新
た
な
い
じ
め

に
出
会
う
か
も
し
れ
な
い
。で
も
、僕
が
実
際
に
体
験

し
た
勇
気
を
出
す
こ
と
と
、人
権
に
つ
い
て
よ
く
考

え
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。そ
し
て

悪
い
こ
と
は
悪
い
と
は
っ
き
り
言
え
る
強
い
意
志
を

持
ち
た
い
と
思
う
。

　
人
は
皆
、周
り
の
人
た
ち
の
助
け
が
あ
る
か
ら
生

き
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
。そ
れ
ぞ
れ
の
人
を
大
切

に
し
、自
分
の
命
と
同
じ
よ
う
に
人
の
命
も
大
切
に

思
い
、相
手
を
思
い
や
る
こ
と
の
で
き
る
人
に
な
り
た

い
と
思
う
。

人権・同和教育人権・同和教育 489み

ん
なで学ぼう い

じ
め
を
考
え
る

い
じ
め
を
考
え
る

三木中学校2年
（現三木中3年）
石渡　大雅

お
知
ら
せ

無
料
年
金
相
談
の
ご
案
内

1 

8
月
6
日（
木
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

2 

役
場
1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

　 

※
お
越
し
の
際
は
、年
金
手
帳
、年
金
証
書
、

運
転
免
許
証
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

9 

住
民
健
康
課（
生
活
係
）　

　 

☎
8
9
1
│

3
3
0
3（
内
線
1
1
1
5
）

司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
定
例
相
談
会

5 

一
般
相
談（
相
続
登
記
、不
動
産
・
商
業
登

記
な
ど
）、法
テ
ラ
ス
相
談（
法
テ
ラ
ス
相
談

に
該
当
す
る
場
合
）、成
年
後
見
相
談

1 

8
月
8
日（
土
）

　 

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

2 

香
川
県
司
法
書
士
会
館

6 

30
分
無
料

7 

前
日
ま
で
に
左
記
ま
で
連
絡

9 

香
川
県
司
法
書
士
会

　 

☎
8
2
1
│

5
7
0
1

「
住
ま
い
の
耐
震
化
」無
料
相
談
会

5 

経
験
豊
富
な
建
築
士
が「
住
宅
の
耐
震

化
」に
つ
い
て
、み
な
さ
ま
の
疑
問
に
お
答

え
し
ま
す
。ま
た
、補
助
金
の
説
明
や
受
け

付
け
も
行
い
ま
す
。

3 

昭
和
56
年
5
月
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅

（
借
家
）に
お
住
い
の
人

　 

※
枠
組
壁
工
法
や
プ
レ
ハ
ブ
認
定
工
法
な

ど
の
特
別
な
工
法
で
建
て
ら
れ
た
住
宅

は
対
象
外
で
す
。

1 

8
月
24
日（
月
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

　 

※
予
約
制
で
す
。電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　 

　
予
約
申
込
締
切
：
8
月
20
日（
木
）ま
で

　 

※
定
員
を
超
え
た
場
合
、締
め
切
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

2 

防
災
セ
ン
タ
ー
2
階
　
第
5
研
修
室

6 

無
料

8 

持
ち
物
：
住
宅
の
間
取
り
等
の
図
面
、住
宅

の
写
真
、固
定
資
産
税
課
税
証
明
書
、印

鑑（
認
印
）

9 

土
木
建
設
課（
都
市
計
画
係
）

　 

☎
8
9
1
│

3
3
0
7（
内
線
4
0
1
4
）

無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内

5 

弁
護
士
が
交
通
事
故
、犯
罪
被
害
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
の
相
談
に
無
料
で
応
じ
ま

す
。

1 

8
月
28
日（
金
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
20
分

2 

防
災
セ
ン
タ
ー
2
階
　
第
5
研
修
室

4 

9
人（
先
着
順
。事
前
予
約
必
要
）

　 

相
談
時
間
　
1
人
40
分
以
内

9 

三
木
町
社
会
福
祉
協
議
会

　 

☎
8
9
1
│

3
3
1
7

「
司
法
書
士
の
日
」記
念
無
料
相
談
会

5 

相
続
関
係
、不
動
産
・
商
業
登
記
全
般
、成

年
後
見
関
係
な
ど
の
相
談

1 

8
月
29
日（
土
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

2 

香
川
県
司
法
書
士
会
館

6 

30
分
無
料

7 

前
日
ま
で
に
左
記
ま
で
連
絡

9 

香
川
県
司
法
書
士
会

　 

☎
8
2
1
│

5
7
0
1

刑
務
官
採
用
試
験
に
つ
い
て

5 

人
事
院
・
法
務
省
に
よ
る
刑
務
官
採
用
試

験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

1 

第
1
次
試
験
　
9
月
20
日（
日
）

7 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
：
7
月
21
日（
火
）午
前
9

時
〜
7
月
30
日（
木
）（
受
信
有
効
）

　 

郵
送
： 

7
月
21
日（
火
）〜
7
月
22
日

（
水
）（
通
信
日
付
有
効
）

3 

①
刑
務
Ａ
、刑
務
Ａ（
武
道
）、刑
務
Ｂ
、

       

刑
務
Ｂ（
武
道
）

　
　 

平
成
3
年
4
月
2
日
〜
平
成
15
年
4

月
1
日
生
ま
れ
の
者

　 

②
刑
務
Ａ（
社
会
人
）、刑
務
Ｂ（
社
会
人
）

昭
和
55
年
4
月
2
日
〜
平
成
3
年
4

月
1
日
生
ま
れ
の
者

　 

※
①
、②
と
も
に
、Ａ
は
男
子
、Ｂ
は
女
子

に
限
る

9 

高
松
矯
正
管
区
職
員
課

　 

☎
8
2
2
│

4
4
6
9

　 

高
松
刑
務
所
庶
務
課

　 

☎
8
2
1
│

6
1
1
6

夏
休
み
親
子
手
話
教
室

5 

手
話
は
、聞
こ
え
な
い
人
た
ち
が
気
持
ち
を

伝
え
あ
う
大
切
な
言
葉
で
す
。手
と
指
だ

け
で
な
く
、体
・
目
・
顔
の
表
情
な
ど
を

使
っ
て
話
を
し
ま
す
。聞
こ
え
な
い
人
と
楽

し
く
手
話
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
は
じ
め

て
手
話
を
見
る
と
い
う
人
、手
話
を
も
っ
と

知
り
た
い
人
も
大
歓
迎
で
す
。

1 

8
月
2
日（
日
）

　 

午
前
10
時
〜
午
後
0
時

　 

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分

　 

8
月
5
日（
水
）

　 

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分

2 

香
川
県
聴
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

3 

小
学
生
・
中
学
生（
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
）

　 

※
子
ど
も
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

6 

1
組（
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
）に
つ
き
5
0
0

円（
受
講
料
・テ
キ
ス
ト
1
冊
つ
き
）

4 

親
子
20
組

　
※
先
着
順
に
つ
き
、お
早
め
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　
※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
申
し
込
み
が
で
き

ま
す
。

9 

香
川
県
聴
覚
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

　 

☎
8
6
8
│

9
2
0
0

香
川
県
立
農
業
大
学
校
学
生
募
集

3 

担
い
手
養
成
科
：
野
菜
園
芸
、花
き
園
芸
、

果
樹
園
芸
、造
園
緑
化
、畜
産
の
5
コ
ー
ス
、

計
45
名

　 

就
学
期
間
：
2
年

1 

①
推
薦
入
学
試
験

　 

願
書
受
付
期
間：9
月
24
日（
木
）〜
10
月

7
日（
水
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
10
月
15
日（
木
）午
前
9
時
〜

　 

②
一
般
入
学
試
験（
前
期
）

　 

願
書
受
付
期
間
：
12
月
1
日（
火
）〜

12
月
14
日（
月
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
令
和
3
年
1
月
7
日（
木
）

　 

③
一
般
入
学
試
験（
後
期
）

　 

願
書
受
付
期
間
：
令
和
3
年
2
月
2
日

（
火
）〜
8
日（
月
）（
当
日
消
印
有
効
）

　 

試
験
日
時
：
令
和
3
年
2
月
16
日（
木
）

午
前
9
時
〜

9 

香
川
県
立
農
業
大
学
校
　
教
務
課

　 

☎
0
8
7
7
│

7
5
│

1
1
4
1

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

雑
誌
リ
サ
イ
ク
ル

5 

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
使
用
し
た
平
成
29

年
8
月
号
の
雑
誌
を
1
人
一
冊
ま
で
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。

1 

8
月
2
日（
日
）

　 

午
前
9
時
30
分
〜

2 

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

メ
タ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、【
夏
の
お
す
す
め

本
リ
ス
ト
】を
配
布
し
て
い
ま
す
。『
読
書
感
想

文
』や『
23
が
60
運
動
』な
ど
の
本
選
び
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

募

　
　集

催

　
　し

文
化
交
流
プ
ラ
ザ  

☎
8
9
8
│

9
2
2
2

問い合わせ先 少年育成センター  ☎891－3316（内線2516）

　香川県では毎年、青少年の非行・被害が増加する夏に関係機関・団体と連携して、夏休みを中心に青少年の非
行や被害を防止するため、さまざまな事業や啓発活動を実施しています。今年は新型コロナウイルスの影響で「新しい
生活様式」が求められ、夏休みが短縮されるなど青少年を取り巻く環境が大きく変化しています。
　ご家庭でも幼稚園や学校からの「しおり」等をよくお読みいただき、子どもたちが安全で楽しい夏休みや学校生活を
過ごせるよう気をつけてください。

○バランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動など基本的な生活習慣を守り、
　心と体の健康維持に努めましょう。
○日ごろから子どもと何でも話し合える信頼関係を築いておきましょう。
○ネットやSNSの危険性を理解し、子どもたちの情報モラルを高めましょう。。
○子どもたちだけでの夜間の外出や外泊はやめさせましょう。
○知らない人について行くことや、人通りの少ない場所を避けるようにさせましょう。

育成センターだより

「夏の青少年非行・被害防止県民運動」（7月1日～ 8月31日）「夏の青少年非行・被害防止県民運動」（7月1日～ 8月31日）

　井戸に「井戸モール」という極小モールがオープンしました。新鮮でおいしい旬の野菜や
シェフたちがつくるお惣菜、お菓子にパン。素材にこだわったラーメン屋、本格的な日本料理店、

そして小さな雑貨店にレンタルスペース。お腹をすかせていってみては。（井戸モール 三木町井戸2316-14）

表紙の“IDO MALL”について
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日／SUN 月／MON 火／TUE 水／WED 木／THU 金／FRI 土／SAT

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

三木町カレンダー8月2020年

□相 少年相談
10：00 ～ 15：00

□

□

医

薬

中島内科クリニッ
ク（内）
鹿伏 840-2237
クオール薬局
三木学園通り店
鹿伏 891-1900

□テ 一般向テニス教室 □

□

平テ

テ

年配者向
テニス教室
主婦向テニス教室

□平テ 学生向テニス教室□医 野口内科医院（内）
高松市前田東町
847-6555

□

□

医

医

すくすくクリニック
こにし（小児）
池戸 813-7876
もり歯科矯正歯科
医院（歯）
池戸 898-3300

□

□

改

改

心配ごと相談
10：00 ～ 15：00
障がい者相談
10：00 ～ 15：00

□

□

□

改

改

テ

行政相談
10：00 ～ 15：00
心配ごと相談
10：00 ～ 15：00
一般向テニス教室

□

□

□

改

相

田

農業相談
13：00 ～ 15：00
少年相談
10：00 ～ 15：00
健康相談（健康・栄養）
10：30 ～ 11：30

□

□

□

平テ

エ

テ

無料年金相談
10：00 ～ 15：00
年配者向
テニス教室
主婦向テニス教室

□

□

ゲ

平テ

夏季ゲートボール
大会
学生向テニス教室

□

□

□

改

平テ

テ

交通事故相談
（予約制）
10：00 ～ 15：00
年配者向
テニス教室
主婦向テニス教室

□平テ 学生向テニス教室

□

□

相

改

少年相談
10：00～15：00
婦人体操部第7回
室内運動会

□テ 一般向テニス教室 □

□

平テ

テ

年配者向
テニス教室
主婦向テニス教室

□平テ 学生向テニス教室

□体 第25回町内
フットサル大会

□相 少年相談
10：00 ～ 15：00

□改 なんでも相談
10：00 ～ 15：00

□

□

医

薬

そごうクリニック（外）
高松市川島本町
848-1155
NPきれと調剤薬局
高松市川島本町　
848-9160

□

□

医

医

□医

生協みき診療所（内）
氷上 891-0303
山田歯科医院（歯）
池戸 898-2244

三好外科胃腸科
医院（外）
高松市亀田町
847-8888

□
□
防
防
乳幼児相談（予約制） 9：30 ～ 11：00
総合相談（健康・栄養） 13：30 ～ 15：00 □テ 一般向テニス教室

緑…各種相談
赤…休日当番医・休日当番薬局（変更することもありますので、当日の新聞

やＨＰ「医療Netさぬき」などでご確認ください。また診療時間は医療
機関により異なりますので、各医療機関へお問い合わせください。）

青…スポーツ協会行事案内（日程、会場が変更になる場合がありま
す。お問い合わせは生涯学習課（スポーツ振興係）まで

　　℡891-3314（内線2515））
橙…健康行事（子どもの健診・予防接種、相談に関するお問い合わせ…

こども課（母子保健係）℡891-3322（内線1818）おとなの各種
検診・予防接種に関するお問い合わせ…住民健康課（健康係）
℡891-3303（内線1120））

●救急電話相談を利用しましょう
　夜間のけがや発熱など、体調が心配なときは、受診が必要かどうかを相談することができます。
　・大人向け救急電話相談　（☎087－812－1055）　毎日19：00～翌日8：00
　・小児救急電話相談　（＃8000 または ☎087－823－1588）　毎日 19：00～翌日8：00

□休日当番医
□休日当番歯科医
□休日当番薬局
□役場相談室
□役場エントランスホール
□防災センター
□役場会議室棟
□改善センター
□B&G海洋センター体育館
□B&G海洋センター武道場
□総合運動公園サッカー場
□総合運動公園テニスコート

□すぱーく三木屋内ゲートボール場
□平井小学校運動場
□平木テニスコート
□平井小学校体育館
□氷上小学校体育館
□農村運動広場
□町民柔剣道場
□神山公民館
□井戸教育集会所
□田中公民館
□池戸商工センター

医
歯
薬
相
エ
防
会
改
体
武
サ
テ

神
井
田
商

ゲ
平運
平テ

道

平体
氷体
農

配信内容（気象情報：
大雨、洪水、強風に関
する警報、緊急地震速
報、火災情報等）

miki-town@
raiden.
ktaiwork.jp

三木町
防災行政メール
登録アドレス総務課

政策課
契約監理課
税務課
住民健康課
人権推進課
こども課
福祉介護課

891－3301
891－3302
891－3323
891－3305
891－3303
891－3324
891－3322
891－3304

地域包括支援センター
地域活性課
土木建設課
農林課
農林課（地籍調査係）
環境下水道課
環境下水道課（クリーンセンター）
出納室

891－3321
891－3320
891－3307
891－3308
891－3319
891－3315
898－2554
891－3306

教育総務課
生涯学習課
少年育成センター
議会事務局
選挙管理委員会
農業委員会
監査委員
受付

課・室・局等名 課・室・局等名 課・室・局等名
891－3313
891－3314
891－3316
891－3311
891－3301
891－3310
891－3311
891－3300

連絡先 連絡先 連絡先

（担当課が分からないとき）

市外局番（087）直通電話（ダイヤルイン）

まんでがん情報局＠三木町 検索

□薬 クオール薬局
三木平木店
平木 891-1801

□薬 ひかみ調剤薬局
氷上 840-2411

□体 第27回町内
ソフトバレー
ボール大会

固 定 資 産 税（第2期）
国民健康保険税（第1期）
介 護 保 険 料（第1期）
後期高齢者医療保険料（第1期）

7
月
分

町　県　民　税（第2期）
国民健康保険税（第2期）
介 護 保 険 料（第2期）
後期高齢者医療保険料（第2期）

8
月
分

月末までにお忘れなく町税等の納期

□
□
サ
テ
第31回社会人サッカー交流大会
テニス部第2回オープン大会

8月は

です。

「同和問題啓発
強調月間」

1
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